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平成19年第４回太子町議会定例会（第409回町議会）会議録（第３日） 

平成19年９月14日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程          

１ 議案第36号 平成19年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第１号） 

２ 議案第37号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第38号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第39号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第40号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第41号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第42号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

８ 議案第43号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

９ 議案第44号 政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

10 議案第45号 太子町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

11 認定第１号 平成18年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第２号 平成18年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第３号 平成18年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第４号 平成18年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第５号 平成18年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第６号 平成18年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第７号 平成18年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

18 認定第８号 平成18年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第36号 平成19年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第１号） 

２ 議案第37号 平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

３ 議案第38号 平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

４ 議案第39号 平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

５ 議案第40号 平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 議案第41号 平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第42号 平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第１号） 

８ 議案第43号 平成19年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

９ 議案第44号 政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

10 議案第45号 太子町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

11 認定第１号 平成18年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第２号 平成18年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第３号 平成18年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第４号 平成18年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第５号 平成18年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第６号 平成18年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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17 認定第７号 平成18年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

18 認定第８号 平成18年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

会議に出席した議員                 

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   上 山 隆 弘 

  ５番   服 部 千 秋         ６番   長谷川 原 司 

  ７番   井 村 淳 子         ８番   中 井 政 喜 

  ９番   嶋 澤 達 也        １０番   花 畑 奈知子 

 １１番   熊 谷 直 行        １２番   上 田 富 夫 

 １３番   村 田 興 亞        １４番   桜 井 公 晴 

 １５番   橋 本 恭 子        １６番   北 川 嘉 明 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  藤 井 仁 美 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

 監 査 委 員  改 發 一 郎 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（北川嘉明） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成19年第４回太子町議会定例会第３日目

におそろいでご出席いただき、ありがとうご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成19年第

４回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３６号 平成１９年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第１、議案第36号

平成19年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わってますので、これか

ら質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２番清原良典議員。 

○清原良典議員 補正の13ページに計上され

ております食育実践校指定事業委託金、これ

に10万円が上げられとんですが、これの内容

説明をお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） ご質問にお答えを

したいと思います。 

 これにつきましては、県の方から県内で

51校を指定されまして、太子町に１校なんで

すけども、それで食育の委託金事業でござい

まして、食育実践校の指定事業委託金という
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ことで10万円計上をさせていただいておりま

す。 

 この事業内容につきましては、学校におけ

る食に関する取り組みを実践するということ

で、ただいま言いました太子町では石海小学

校を予定をいたしております。内容的には、

大学の教授、いわゆる専門の教授を講師に招

聘しまして、学校の先生方に食育の指導のあ

り方についての講習、いわゆる研修を受けて

いただこうということで考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 15番橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 ２点お聞きします。 

 歳出の10ページ、民生費で２の項の民生福

祉費、３の保育所運営費でついて聞きます

が、障害児保育対策事業補助金追加というこ

とで、県からは31万8,000円補助があり、町

から47万8,000円補助金追加としております

が、二葉保育園の施設改修によると説明があ

りました。これについて、何歳児が入り、障

害程度はどの程度か、そして施設改修につい

ての工事内容、それから県と町の補助の割合

についてお聞きします。 

 それともう一点、歳出で11ページの農林水

産業費、１の項目で農業費、３目で農業振興

費、ページ５ページで、歳入で県から10万

8,000円入り、町からも10万8,000円そのまま

農産物直売所開設補助金として出しておりま

すが、これは夕市部会の方の直売所を開設す

るためのものかどうか、その２点について伺

います。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 農業振興費の農産物直売所開設補助金の件

でございますけども、これは県からの補助金

でございまして、今先ほどご質問がありまし

た太子夕市部会への小規模直売所整備事業の

補助金でございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 障害児保育の

対策事業のお尋ねでございましたが、当該園

での受け入れの児童でございますが、４歳児

でございます。上下肢に障害のある４歳児が

入園をしたということに伴いまして施設整備

を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 15番橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 もう一点、部長、抜けてお

りましたが、施設改修内容とそれから県と町

の補助の割合、お願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 失礼しまし

た。 

 工事内容はトイレの改修、それから保育室

入り口の手すり並びにテラス段差部のスロー

プ部分の板取りつけといった工事内容でござ

いまして、それから県と町の率でございます

けれども、補助率３分の２でございますの

で、県が３分の２、町が３分の１ということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ７番井村淳子議員。 

○井村淳子議員 先ほど清原議員が言われま

した13ページなんですけれども、教育費の小

学校費の食育実践校の委託金ですけれども、

あと聞きたいところが、あと期間です。どれ

ぐらい、今年だけなのか、また何年かにわた

っているのかをお聞きしたいと思います。 

 それと、その下の小学校国際理解推進モデ

ルの事業のこととその下の環境体験事業の補

助金、これについても内容説明をお願いいた

します。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 この食育実践校の委託金のことでございま

すが、これは今年度のみということで、19年

度だけのことでございます。 
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 それと小学校国際推進モデル、これにつき

ましては太田小学校を対象に考えておりま

す。これも委託金で、県の方から55万円に対

して事業費55万円で、そのまま55万円を太田

小学校の方へ委託しまして、これは小学校に

おける英語活動等の国際理解活動について、

指導者の方法等の確立を図るためにモデル校

として太田小学校が実践校で取り組むという

ことで、小学校に対する英語等の事業をやっ

ていくと。これは社会人の登用を行いまして

実践するということでございます。 

 それと環境体験事業補助金ですけども……

済いません。この事業につきましては石海小

学校で実施する予定でございまして、環境の

体験ということで、農業とか河川とか里山と

かいろいろとあるわけでございますが、太子

町におきましては農業の体験、いわゆるその

中でも大豆づくりの農業体験をしていこうと

いうことでございます。 

 これは小学校の３年生を対象にいたしまし

て、自然に触れ、また体験をすることで命の

大切さ等を学ぶ事業ということで、本年度は

県下で全体の４分の１程度ということで、来

年は２分の１、21年度で全校で実施するとい

うふうな事業でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ７番井村淳子議員。 

○井村淳子議員 先ほども食育の方で聞きま

したが、同じく小学校の国際理解推進モデル

と環境体験補助事業の期間ですね、それをお

聞きしたいのと。 

 それと、国際理解の推進モデルで社会人の

登用をされるということでありましたが、こ

れは太田小学校の何学年を対象に、どういう

社会人の方を登用されるのかなあと思いまし

て。普通、国際理解といいますと外国人の方

も呼んでそういう事業もされるのかなあと思

うんですけれども、どういう方を呼ばれて推

進されるのか。 

 環境体験事業については大豆づくりという

ことでしたけれども、３年生が対象というこ

とですけれども、これももう少し具体的に回

答をお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 環境体験事業につ

きましては、ただいま言いました３年生、こ

れにつきましては今答弁もさせていただきま

したですけれども、順次全体的に、21年度に

は全校でやるということでございます。 

 それと食育の実践校、これにつきましては

19年度のみと。 

 それと、小学校の国際理解推進モデル事業

につきましては、これも単年度ということで

聞いております。これにつきましては、太田

小学校で６年生を対象にということで、これ

は社会人といいましても学校の先生で、英語

の先生で対応したいと現在考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 まず、15ページの総合公園

管理費、管理指導員賃金追加と書いてありま

すけど、管理指導員って何ですか、これ。そ

れで、この人の年間何ぼ払いよんですか、そ

れをまずお尋ねします。 

 その次、給食センター費，これも112万

5,000円で追加となっておりますが、私も当

初予算をちょっと詳しくは調べておりません

が、2,650万円強だというふうに思っており

ますが、これ４人分ですね。平均すれば

650万円強になるはずです。どんな職員を置

いとんですか。まして112万5,000円、これ追

加というたら相当な金額だと思いますけど

ね。それについて、人件費の明細及び一人頭

平均幾ら賃金払ってるかと、賃金というより

給料です。それについて追従する手当とかい

ろいろとあると思うんです。それで、一人頭

合計幾ら払ってるかということを重ねてお尋

ねします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 給食センター費
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の人件費の関係でございます。 

 まず、給食センター費としましては、４名

現在正規の職員が置かれております。ただ、

今回の補正につきましては、予算計上する場

合は年度の見込みであって、職員異動という

ものを考慮しない中で当初予算を計上してお

ります。今回は、職員が１名異動によりかわ

りました。その関係上、職員の本俸それぞれ

違いますので、その差が出ております。 

 平均的には全体の、この中では目でしか出

ておりませんので、平均的な数字は今のとこ

ろ分かりません。ただ給食センター費、正職

４名ということでございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） この管理指導員賃

金の追加でございますが、19年度の全体を見

越しての少し足らず分ということで追加でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 管理指導員が何を仕事をさ

せとんですか。まずそれと、もう少し詳しく

説明してください。 

 それから、給食センター費、職員異動です

けれど、そのことは分かりますが、112万

5,000円もの高い職員を送り込まなければい

けないんだったんですかということを言よん

です。それで給食センターのことでいろいろ

と今後は出てくるでしょう。高い高い人件費

を使って、これで給食センターは十分にでき

てるということと、そういう高い職員を置い

て、それで十分に管理運営していけるという

自信を持っての配置だと思いますけれど、も

う少しどないいうんかな、そんだけ高い人員

配置をせなければいけなかったんでしょう

か。112万5,000円というたら相当な金額で

す。月に割っても10万円ですよ。確かに当初

予算との兼ね合いもあると思いますけれど、

月に10万円というのは、高給な職員を配置し

なければならない理由、それも重ねてお尋ね

します。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 人件費の関係で

ございますが、この給食センターにつきまし

ては、３月末で退職者が出ております。その

ためにだれを持っていくかというのは、予算

計上段階では想定をしておりません。だか

ら、若いもんの職員給料を当初に置かせてい

ただいたということでございます。そして、

給食センターの委託とか、改修とか、これか

ら今後の計画がございますので、それに当た

る係長級の職員を配置したということでござ

います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 管理指導員賃金、

仕事は何かということでございますが、会館

の管理、いわゆる使用料徴収等の管理でござ

います。それの、先ほど言いました嘱託員賃

金でございますので、その差額を、金額的に

は月13万円少しだと思うんですけども、それ

の差額ということ、追加ということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 管理指導員はどういう仕事

をして、そんな管理するのに指導員要るんで

すか。管理人はどないなっとんですか、ほっ

たら。ほんなら二重だよな。そんな管理する

人に対して指導員が要るんですか。その辺の

ことをもっと詳しく説明してください。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 管理指導というこ

とのお話ですけども、いわゆる管理、そこの

使用料の徴収、それと指導につきましては、

これは陸上競技場ですので、競技大会がある

ということになれば、どういう施設、施設備

品ですね、どういう施設備品が太子町にはあ

って、それで足らないものはどういうもんが

あるかということで、そこの競技大会役員と

打ち合わせ等々がございます。太子町におい

ても全部そろっておりませんので、そこら辺

の協議も必要ということでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ４回目になりますので。 

（嶋澤達也議員「いやいや、答えてな

いからよ」の声あり） 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時18分） 

（再開 午前10時18分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 11番熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 11番熊谷です。先ほど橋本

議員の方から質問ありましたけれども、二葉

保育園の補修について、これ説明がありまし

たけれども、こういう施設についての改善と

いうのは順次やられておりますけど、たしか

昨年龍田小学校、またその前太田小学校がや

られてますけども、今全町で、こういう施設

でこういう弱者の対策ができてる施設という

のはどこどこなのか、これについて説明を求

めます。 

 それからもう一点は、13ページ、教育振興

費のところで、小中学校対外文化・運動競技

等大会選手派遣補助金追加ということで70万

円出されております。これ説明では、東中学

校の生徒が、テニス部、水泳部が全国大会へ

行ったと聞いておりますけども、この戦績は

どうなったのか。それと、それによって、い

つも町民体育大会で表彰されておりますけど

も、今回について表彰はどのようにされるの

か、その２点、まずお伺いします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 私どもの所管

をしております児童福祉施設関係でおきまし

ては、整備をいたしましたのが今回の二葉保

育園のみでございまして、あと保育所につき

ましては３園ほどありますが、同様の工事は

行ってまだおりません。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 小中学校対外文

化・運動競技等大会選手派遣補助金の件でご

ざいます。これにつきましては、全国大会に

東中のテニス部、それと東中の水泳部という

ことでございます。テニスにつきましては宮

城県の方で大会がございました。これは２回

戦までということでございます。それと、東

中の水泳につきましては岩手県でございまし

て、結果は準決勝までということでございま

す。 

 これにつきまして、表彰関係でございます

が、優秀な場合のみ表彰ということで、今回

はできないんではないかというふうに考えま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに。 

 熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 今、表彰できないという話

がありましたけど、実は今年、ある小学生の

方が空手の全国大会で優勝されました。実は

この方は、３年前に同じ全国大会に出て、参

加して、成績は悪かったけれどもスポーツ振

興賞というのをいただいたそうであります。

しかし、今回優勝したにもかかわらず、何も

表彰してもらえないというお話がありまし

て、この方は別として、この方というのは中

学生です。今まで、参加して振興賞をもらっ

て、今回優勝して何もない。 

 実は、スポーツ表彰規則を見てみますと、

ちょっと教育委員会へ聞いたら、１回だと。

振興賞というのは１回しかもらえないという

ことがあったんで、そう規約にはうたってま

せん。ただ、慣例的にはそういうにやってる

そうなんですけども。前回は参加して振興賞

をいただいたと、今回優勝して何もないとい

うのは、これいかがなもんかなということ

で、ちょっと教育委員会の見解をいただきた

いと。ただ、スポーツ振興賞が１回しか無理

なのであれば、何か形を変えてでも、本人の

励みにもなると思いますし、これについて見

解を伺いたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 
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○教育長（圓尾哲一） おっしゃったような

規定はございますんですけど、優勝という輝

かしい成績なので、教育委員会として検討さ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 11番熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 今検討と言われましたけど

も、間もなく10月に入ったらその表彰の体育

大会がございます。できましたら、タイミン

グよくそれに間に合うような検討をお願いし

たいと思います。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 仰せのとおり、間に

合うように検討していきたい思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 町の選管に選挙妨害や嫌が

らせを受けてきた上田でございます。 

 質問いたします。７ページ、財政調整基金

の積み立てですけれども、予算を組んでから

まだ４カ月余りしかたってないんですけれど

も、当初予算が530万円で、既に8,600万円も

積み足すというのは、こんな金がどこから出

てったんですかね、マジックみたいな金で

す。予算というのは、そもそも当初町民と町

との、１年間はこういうふうにお金を使いま

すよという約束のはずなんです。それがわず

か４カ月もせんうちにこれだけの大金が余っ

たから積み立てするというのは、余ったと言

うと語弊がありますけれども、こういうとこ

へ積み立てするというのはいかがなもんかと

思います。この金の出どこと、それからなぜ

当初からわずかの間にこれだけ大きな狂いが

生じたのかということについての説明を求め

ます。 

 それともう一点、11ページ、県営福井大池

の公園整備事業費の負担金82万4,000円。こ

れはここに補正で上がっとんのは82万

4,000円ですけれども、今までに使ってきた

のは総計１億円です。あの福井大池というの

はそもそも姫路市のもので、姫路市のしかも

下の７カ村が水利権もあらゆる権利を全部持

っておると。資産はたしか昔の大蔵省だった

と思うんですけれども、太子町には何の権利

もないわけです、あそこは。で、あそこの池

さらいをすると、埋まったから。池さらいす

るのは当然池の所有者、使用者の下の７カ村

がやればええことであって、太子町がそれに

かかわる必要はないということをさんざん言

ってきたはずなんですけれども、１億円の金

を使ったと、太子町が。その工事に絡んで、

前助役の中井助役が逮捕されたというような

不祥事まで起きとんです。 

 あそこの工事について、中に橋をつくっ

て、通学路をつくるんやと言うて池の上に橋

をつくった、あれ2,000万円ですわ。１日に

何人通るんですかと言うたら、あそこの子供

６人、原池の子供が６人学校へ行くのに

2,000万円の橋をつくったと。あれぐるっと

回ったて100メーターか200メーター遠いだけ

です。あの橋通ったさかいというて、たかだ

か100メーターか200メーター近道になるだけ

であって、それに2,000万円ですか。 

 さらに言っときますけれども、震災のとき

に避難する場所やと言うてあそこに広場をつ

くりましたわね、公園整備やというて。行か

れましたか、できてから。あの橋通って、例

えば震災のときに、地震のときに、あの橋通

ってあんな池のとこまで避難する人がだれが

あるんですか。周囲は空き地だらけでして、

それをわざわざあの橋通って、荷物担いであ

んな池のとこまで避難すると思われますか。

無駄遣いも甚だしいですよ、あれは。その上

にまだ、今年また82万4,000円を出すという

のは、私は納得できない。説明を求めます。 

 それからもう一点、先ほどの学校の給食セ

ンターのことですけれども、給食センターを

建てかえると、そして民間に委託すると。建

物は町が建てて、事業は民間に委託するとい

うことをもう文書で配付されておりますけれ
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ども、議会は知らんのです、それを。だか

ら、そら当局が勝手にこういうふうにするん

やとおっしゃってるのか分かりませんけれど

も、一体議会は何のためにあるんですか、そ

うすると。当局が提案して、こういう予算を

使ってこういうふうにやりたいと、議会にい

かがですかと提案して、議会で審議して、よ

かろうといって初めて執行できるのと違うん

ですか。私はそうやと思うんです。でないと

議会なんか要りませんよ。一体何のために議

会があるんか分からんような行政やられたら

困る、それは言っときます。 

 我々は、私はと言うときますわ。全部民間

委託した場合と、それから今町がおっしゃる

ように委託した場合と、１食当たり幾らにつ

きますか。恐らくそういう計算はきちっとさ

れとると思うんです。だから、建てて民間委

託した方がいいというそういう結論を出され

とると思うんですけれども、そうでなしに、

建物もすべて民間委託して、全部民間委託し

てやる場合と、どれぐらいコストが違うんで

すか。詳しい答弁はよろしいから、１食でこ

れだけ違うと、だからこういうふうにするん

やというふうな答弁をお願いします。 

 最後に、しつこうは言いませんけども、図

書館なんです。図書館の人件費は減らしとん

ですよ。それはまた異動や云々という話があ

ると思うんですけど、ちょっと聞いておいて

ほしいんですけど、今から20年前、ちょうど

――行政スパン、これから20年のことを考え

る思うたら20年前のことも一遍参考にしとい

てほしいんですけれども、まだ太子町が人口

が３万だった時分です。今は３万4,000で

す。そのときに図書館費が3,970万円、昭和

61年、平成18年の決算では3,900万円ですか

ら、ほぼ予算的には一緒なんです。ところが

人件費は、昭和61年は1,767万円、平成18年

は2,533万円、143％ですね、1.43倍上がっと

るわけなんです。およそ1.5倍近い人件費が

上がっとんです。これはちょっと上がり過ぎ

と違いますか。そのかわり、予算が一緒で人

件費を増やしたもんやから、ほかのもんを全

部減らしとんです。例えば旅費、昭和61年に

26万円あった旅費が平成18年は４万円、１年

間ね。需用費、これ電気代とか水道代とか、

そういうもんです。需用費、昭和61年では

716万円、平成18年では500万円。何が削って

あるかというたら、電気代、光熱費、むちゃ

くちゃ削ってあります。せやから、電気消し

なさいということでしょうな。それで、さら

にひどいのは図書購入費です。昭和61年度で

は図書購入費が870万円、大体人口割にしま

すと１人300円の予算です。住民１人当たり

300円の図書購入費が図書館にあったわけな

んです。ところが、平成18年度決算では

700万円に減ってます。人口が３万4,000に増

えてます。ていうことは、割ると１人当たり

200円、３分の２になっとうということで

す、人口１人当たりにしたらね。 

 私びっくりしたのは、図書館で図書の費用

を減らして、町長がおっしゃっとるのは、こ

れから高齢化を迎えてますます図書館の利用

者が多いなるし、それからちっさい本じゃあ

読めんからもっと大きな本を買うとか、いろ

いろおっしゃってるんですけれども、予算は

減らして施策は増やすと、マジックみたいな

ことをおっしゃっとるんですけれども、その

辺がちょっと納得いかないので、図書館につ

いて私はいろいろ言いましたけど、簡単にで

よろしいですからちょっと説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） まず、第１点目の

７ページ、基金費でございます。節の積立金

8,662万7,000円の追加でございますが、これ

は回答から先に申し上げますと、一般会計、

その他墓園会計合わせまして普通会計の18年

度決算剰余金実質収支額の２分の１以上を積

み立てなさいという地方財政法の規定がござ

います。ですから、それに従って、一般会計

１億6,751万4,026円と墓園会計573万8,010円

の合計１億7,325万2,036円の２分の１以上を

基金費に積み立てるということが約束事でご

ざいます。 

 以上でございます。 
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○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは次

に、県営福井大池公園事業負担金の件につき

ましてお答えいたします。 

 これにつきましては、提案説明でも申し上

げましたように、福井大池の洪水吐、用水吐

下流の水路改修が天満山から要望として出さ

れております。これの追加によりまして今回

追加補正をさせていただくと。その細かい内

容につきましては、町の負担につきまして約

21％ということで、これにつきましても天満

山の要望を県の方が酌みまして対応していく

というふうなことでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 給食センターの件

でございます。文書配付がなされているとい

うようなお話でございましたですけど、これ

につきましては学校教育審議会、それといわ

ゆる審議会関係、学校給食会等々でこういう

ふうに民間委託にしていく、また改築の計画

もあるという、そういう審議会の中でお配り

した資料は確かにございます。それ以外に、

まだ今のところは一般、いわゆる保護者の

方々にまだ配布はしてないというところでご

ざいます。 

 給食センターの建てかえの件でございます

けども、コスト的にはどうかというお話でご

ざいましたわけですけども、今現在とりあえ

ず考えておりますは、今後基本構想の中で検

討はいたしていくわけでございますけども、

調理、いわゆるあれは48年に共同調理センタ

ー方式でいっておりますので、それを考えて

建てかえ、それから老朽化が進んでいったと

いうことで、建てかえをする時期に来ていま

す。計画的には、平成21年度に建てかえをや

っていこうという考え方のもとでございま

す。 

 それと、全部民間委託の場合の検討、１食

当たりの給食費の検討ということでございま

すけども、これは給食費の考え方としまして

は、材料費をいわゆる給食費としていただく

ということでございますので、建屋の維持管

理、職員の人件費等々については、給食費に

は反映いたしておりませんので。そういうこ

とで、給食費自体にははね返ってこないとい

うことでございます。 

 図書館の図書の関係でございますけども、

これにつきましては、財政なかなか厳しい状

況の中で年々予算配当が少なくなっていると

いうのは現状でございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あんたは高い給料をもろう

とって、その程度の答弁しかできんのんかい

な。図書館、予算配分しとりますというてふ

ざけたことを言うたらいかん。そんなんやっ

たら質問せえでも分かっとるよな、もう書類

もろうただけで。何でこんなことになってん

言うとんのや。 

 図書ね、870万円から700万円というたら

170万円減っとるだけですよ、だけ言うたら

おかしいけども。この図書館費については物

すごい、だけど170万円ほかに無駄遣いして

ないか。今言うたやろう、福井大池、使わん

でもええ金１億円使うとるやないかい。あん

な橋見てこいよ、ほんなら。あれに2,000万

円も使うとうやないかい。それで、何で図書

館の費用を170万円も減らすんや言うとんの

や、僕は。使い道が違うやないかい。税金を

集めたら住民のためになるように使いなさい

と、あの橋が何で住民のためになんねや。だ

から、税金は有効に使ってくださいよ言うん

や。その答弁ができんのですか。 

 それからもう一つ、給食で、給食費は材料

費だけ、ふざけたことを言うたらいかんで、

原価というたらそんなもんと違うで。原価

は、人件費も建物の償却費も光熱費も、それ

から借り入れしとったら利子も、全部入れて

経費やないですかいな。税金から払うんでし

ょう、どこが払うの、ほんなら建物は。だれ

かがどっかから寄附してくれんの、違うやろ
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う。税金で建てるん違うんかな。その税金と

いうのは我々が払うわけや。 

 余計なことを言わんでもええか分からんけ

ど、ここに個人町民税所得割というのがここ

へ町から出てるけど、平成19年度の200万円

以下の所得、66.2％です。200万円以下の所

得、個人所得者の、分かります。1,000万円

超えとる人は0.7％しかないんです。こん中

で1,000万円超えとる人というたらおってや

けど、0.7％しかおらんのですよ、太子町

に。そんな厳しい財政難ですよ、今個人は。

みんなそれで税金払うとんです。全部税金払

うとんですよ。その税金を私は無駄遣いにす

なと言うとんです。だから、こういうことは

無駄ではありませんかというて聞いたら、無

駄でないという堂々たる論陣を張ってくださ

い。本にこんなの書いてありまっしゃろう、

いろんな、ほんなふざけた答弁ありますかい

な。そら違いますよ。 

 図書館のコストにしても、給食費のコスト

にしても、食材は幾ら、人件費は幾ら、建物

の償却は幾ら、借入金は幾ら、合計幾ら、１

食どれぐらいかかりますかというて出してく

るのは当たり前でしょうが。民間に委託した

場合にはこれやと、直営でやった場合にはこ

うやと、だから自分のとこでやった方が安う

つくんやとおっしゃるんなら、そういうふう

な説明をしてくださいよ。余りでたらめな答

弁はやめてください。 

○議長（北川嘉明） 答弁。 

 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 給食費については、

今次長が答えましたように、保護者の方から

集めさせていただいてる分は食材の分だけで

ございます。それ以外の建屋だとか、設備な

んかにつきましては、町の税金の方から、あ

るいは人件費につきましても町の税金の方か

ら支払いをさせていただいております。その

点につきまして、それも含めてという件につ

きましては、今次長は答えてないんで、子供

たちの実際に集めてる給食費についてお答え

したんでそういう答えになったと思います。 

 それから、給食費については、学年によっ

て、前に答弁申しましたように、幼稚園にお

いては3,700円、小学校においては3,900円、

中学校においては4,200円という給食費を現

在の時点ではいただいております。 

 それから、図書館の図書費の少なくなった

ことについては、町全体の予算がここ５年ほ

どの間に10％とか15％だとかカットされる中

において、全体的な中の一つとして、やはり

そういう面においてもお互いに我慢せなきゃ

ならのんということで削らしました。ただ

し、人口が、おっしゃりましたように20年前

に比べて4,000人も増えてる中で、非常に問

題があるとは思います。 

 それで、お年寄り向けの本についても、え

えぐあいに配慮してないやないかと、こうい

うようなご指摘がございましたんですけど、

大きな活字の出版物については、その中で社

会福祉法人の福祉会の方から年２回そういう

本が発行されとります。そういう面におい

て、そっから出てるもんにおいてはすべて購

入いたしておりますし、それで現在で

1,625冊そういう本を購入いたしておりま

す。中高年の関心の分野としては、年金や介

護や、あるいは絵画や書道や陶芸等の、ある

いは芸術だとか旅行だとか、そういうのに関

心がおありなんで、そういう図書の充実も現

在図っております。また、健康問題の件で

も、お年寄りが非常にご関心がありますの

で、そういう月刊誌、例えば「らいふ」だと

か、あるいは中高年対象にした月刊誌で「い

きいき」とかというのも購入し、そういう面

の配慮はいたしております。全体的に費用が

減りましたので、昔のように幅広く購入でき

てないのはおっしゃるとおりで、事実でござ

います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ちょっと暫時休憩します。 

（休憩 午前10時49分） 

（再開 午前10時49分） 
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○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これ３遍しかないというの

は不便なんやな。 

 ほれで議長な、議員にそういう発言やこ

う、そこ抜けとる、答弁抜けとったで言うて

議長の方でおまえ整理するのが議長だろうが

や。がっとして抜けとったさかいというて、

もうあんたは質問回数はありませんでという

ような、どっち側に立って議長は采配を振っ

とんじゃな。それおかしいん違うか。 

 自分は議員がどんだけの質問をしたかとい

うことをやっぱり踏まえた上で、あっ、まだ

抜けとるよと、当局これも抜けとるやないか

という調整をしてくれなあかんがな。ちょっ

と苦情を言うときますけども。 

 福井大池どない思う、せやけど。何であん

なものに１億円払うたん。どうしたって納得

できへんねや。ほで、今教育長が言うたよう

に、経費節減で170万円、すべてに１割どな

いこないて。１億円と170万円とどないでん

ねや。めり張りつけるん結構ですわ。だから

めり張りつけて土木やかしに銭使うけども、

一般住民のサービスについては使わないとお

っしゃるんなら、はっきりとそうおっしゃっ

たよろしいです。 

 格好づけだけやね、町長、施政方針で町長

がおっしゃっとることは、太子町にふさわし

い、もうこれから地方の時代やから、太子町

は太子町独自の考えで事業を進めるというこ

とをおっしゃっとんです。今、教育長の答弁

聞いたら、何か学校日本何とかかんとかとい

うとが決まっとるとかどないとかやな、まる

でどこや知らんが指導しようようなことをお

っしゃったけども、そんなん関係ないです。

自分とこは自分とこでやったえん違います

か。だから、そのために自分とこがみずから

が資料を集めて、それで議会にこういうこと

でいかがですかという提案をしてくるのが、

私は筋やと思うんです。よそがやりよるか

ら、そんなこと関係ないですわ。よそはよ

そ、もうそんな時代と違います。 

 福井大池は重ねてお尋ねします。あれは、

土地は国のもんなんです。水利権は下７カ村

のもんなんです。太子町のどこの自治会がど

んな権利持っとんですか、あそこに。あえて

言えば、下に水があふれたときに水害が起こ

る可能性があるということはあります。しか

し、池の管理はあくまでもやね、泥が流入し

てそれが埋まって、それをさらえるというの

は池の管理者の責任です。そんなもんに太子

町が手をかす必要あらへんのです。それに何

でそんな金を出したんですか、それは僕はよ

う分からんの。何ぼ聞いても答弁ないでっし

ゃないかいな。 

 ほいで、うじゃうじゃ言よったらこれで３

遍でおしまいになるんです。また私は今度総

括でまたやりますわ。とにかく最後聞きます

から、明確に答弁願います。どれだけ皆が、

今所得が減って、昭和61年度からどれだけ生

活が苦しくなっとうかということを分かって

ないんでしょう。今言うたように、200万円

以下が66％ですよ。1,000万円以上が0.7％、

そら1,000万円以上の人はそらよろしいでし

ょう。しかし、200万円以上でも全部税金か

けてますから、そんな税金が寄って太子町が

成り立っとんでしょう。もっと金を大事に使

いなさいよ、だから言うとんです。あなたの

金やったら、まきなどどないなとしったたら

よろしいです。答弁求めます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員、財調と給食

センターと図書館、もうよろしいですか。 

（上田富夫議員「はいはい」の声あ

り） 

 福井大池だけの答弁でよろしいですか。 

（上田富夫議員「はい」の声あり） 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、お

答えいたします。 

 先ほどから言われてます福井大池の利活用

といいますか、公園化事業、これにつきまし

ては平成の１けた台に県、町、それと３自治

会、鼓ケ原、天満山、原池で福井大池の堤体
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の工事とか、周りの環境の問題について協議

を行っております。こうした中で、平成11年

に公園化事業の実施設計を委託しておりま

す。また、13年にはその辺の地質調査とか、

解析業務を行っております。そういったこと

から、当時どういうことがあったんかちょっ

と分かりませんけども、当然住民合意の上で

なされたものというふうに考えております。 

 そういった中で、国庫補助をいただいた

り、姫路土地改良事務所に負担金を払った

り、ですからそういったすべて町の負担では

なしに、国庫補助をいただいたり、姫路土地

改良事務所の方に負担金を払ったりというふ

うな事業でございます。 

 それと、太子町の権利でございますが、こ

れはあくまで環境整備ということで、その中

で公園化事業ということになっておりますの

で、堤防の方につきましては、本来的に水利

権者が実施しており、その中のやはりこれま

で水が要らなくなったような状況の中で、余

り池の中が管理されてなかったといったよう

なことから、中の住環境の整備というふうな

ことで対応をいたしております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員、よろしいで

すか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先に答弁もございましたん

ですが、１つは歳入と歳出に絡むことが、農

産物の直売所開設ですけども、答弁は夕市部

会などに小規模の店舗っていうことで補助の

追加だと、こういうことなんですけども、具

体に、どこをどないしてこういう夕市対応を

しようとしとんのか、その説明と。 

 それから、先ほども給食センターのことと

の絡みで、先の本会議でも、私は給食センタ

ーのあり方について説明を求めたわけです

が、先ほど来の答弁では、全く、弁当給食と

ここの給食とどうかというようなことも尋ね

たのに、今では全く計算もせんと給食センタ

ーに係るものについては経費計算をしない。

給食そのものについてはどなたも否定をする

人はないと思うんです。学校給食を行うこと

については、これはもう何回も言いますけ

ど。しかしながら、施設をつくって、そして

いわゆる公設民営のような形をとる、あるい

は直営をする、さらには一部委託をする、そ

れぞれによって経費が違うということになり

ます。それらのことについては、しっかりと

押さえた上で今後のあり方を考えるというの

は必要ではないかと言うておったにもかかわ

らず、今のようなメリットやデメリットも十

分計算をしていない、それでは話にならんと

いうことになると思うんですが、その点説明

を求めます。 

 それから、食育関係です。今も県費で委託

金で出てきてるんですが、大学の先生に来て

もらって今年だけ何を指導すんですか、ほん

まに。定期的に、継続的にいろいろやって初

めて食育っていうことが成り立つんだと思う

んですが、継続させるためにやるんだと思う

こと。 

 それから、これまでに食育がなされていな

かったんかと。食育の関係で、ある意味では

給食っていうのが存在する。そういうことが

総括もなされんと、県が金を出すからそれは

やりましょうと。これを取り組むに当たっ

て、どれだけのまたお金を使うんかというこ

とになるんです。10万円の補助で、委託で何

をするかっていうことになるんです。その辺

もはっきりしとかないといけない問題だと思

いますので、再度お尋ねしておきたいと思い

ます。 

 それから、今時の補正は、全体で一般会計

ベースでは4,114万4,000円を減額をして、総

額が83億1,209万5,000円と、こういうふうに

なっているんですけども、先ほどもあります

ように、追加されているのは、交付税の決定

による交付税の追加１億5,000万円、それか

らそれらのお金が、実際財政調整積立金の繰

入金の減額、お金がないということを盛んに

言って、そして財政調整積立基金を取り崩し

てきたのが当初予算でありました。その取り
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崩し分をやめて、今回３億4,228万7,000円繰

入金を減額をすると、何でこういうことが起

こるんか、計画性も全くないと言っても過言

ではないんじゃないですか。 

 このことは繰越金についても言えると思う

んです。１億5,751万4,000円が繰り越されて

いるんですが、そういうことも、当初には留

保財源は幾らあるのかと、こういうふうに尋

ねたこともありますが、その額を超えている

のが今回の追加だと、こういうふうに思うん

ですが、計画性、財政的な面の計画性と、先

ほど図書の購入費の関係でも、ここ数年経費

のカットを義務づけてきた、そのために必要

なものも買えない、こういうなことの答弁が

ありましたけれども、そういうふうに削りに

削って基金に積み立てたりすると。こういう

ようなことでは、本当に住民の血税を預かっ

てそして仕事をする行政としては容認できる

ものではないと、このように思うんです。そ

の点、説明を求めます。 

 それから、総務費関係の異動等による経費

の増減なんですが、１つは特別職の関係では

収入役の給与の減と。しかしこれも、在任特

例を使って任期中は雇用すると、そういうふ

うに言ってきたわけです。しかし、ご本人の

退職ということによって違ってきただけで、

実際の計画性ではありませんし、その点も計

画行政としてはだめだと、このように思うん

ですが、その点いかがか。 

 それから、一方において国民健康保険に対

する、これも保険料が税が高くて納めにくい

人たちがたくさんいる中で、国保への繰出金

は8,965万8,000円を減額をする。こういうふ

うに、厳しい厳しいといって一般会計から支

出をする予定であったものまで減額をする。

財政運営をするっていう点では、ここにも計

画性も、また血税をどこに使うかっていう点

でもはっきりとした姿勢が見られない。この

ように考えますが、その点説明を求めます。 

 それから、衛生費関係でエコロに対するも

のなんですが、事業費、いわゆるごみ処理場

が改修をされる、このときにも何でそんだけ

かかるんやというて聞きましたけれども、結

果として太子町の負担分が3,056万円ってい

うことで――もとえ、これらの負担が変わっ

てきた、それはどういうことによって変わっ

てきたのか、また、当初の予定との絡みで説

明を求めます。 

 それから、公園事業の関係で、これは少な

いですが、14年度から今日まで土地開発公社

に用地を抱えさせていたものを買い戻すとい

うことで、30万5,000円の追加があるわけで

すけども、このことは当初との、どういうも

のをどう調達、いわゆる買って、今の価格と

何ぼで買うてということがはっきりしないと

いけませんので、何ぼで買うて、当初、ほい

で何ぼで土地開発公社が押さえたんかという

ことになるわけでね。差額がこうなっとると

いうだけでは理解しがたい問題がございます

ので、説明を求めます。 

 それだけまず、説明してください。 

○議長（北川嘉明） 携帯電話のお持ちの方

で、電源が入っているようでしたら電源を切

っていただきますようお願いいたします。 

 答弁。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、農

産物直売所開設補助金の件でございますけど

も、これにつきましては、地産地消という観

点から、農産物の直売所という形で今回県の

方からの補助金でございます。場所につきま

しては、サンパークの南の駐車場の西の端っ

こに現在設置されております。また、開設さ

れております。それで、夕市部会といいます

のは、現在23名の方がつくられて出されてい

るといったというふうな状況でございます。 

 それともう一点、総合公園の公有財産購入

費の件のご質問でございますけども、これに

つきましては、平成14年度に公社が買収いた

しております。このときの単価が平方メート

ル当たり９万5,500円、それで当初予算に去

年までの差額分、この中身につきましては国

庫補助になりますので鑑定等土地の評価をき

ちっとしなければなりません。そういったこ
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とから、18年度の単価が２万400円安くなっ

ております。ですから、９万5,500円から２

万400円安くなっております。 

 18年度が７万5,100円、19年度が７万

3,000円、その差額ですけども、当初予算に

は18年度の予算でもって計上しておりますの

で、今回の追加につきましては18年度と19年

度の差額2,100円、平米当たり2,100円の差の

分で計上追加いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 食育実践校の関係

でございます。これは単年度の事業でござい

ます。県の方から10万円の委託金が来ます。

10万円でもって事業をやろうということでご

ざいます。ですから、補助率は10分の10の

100％県委託金っていうことでございまし

て、先ほどでも質問でもございましたんです

けども、これにつきましては大学の教授を講

師に招聘しまして、学校の先生方に食育の指

導をしていこうと、勉強会、いわゆる研修会

をして、講習によって指導者になっていただ

こうというような、指導者の資質の向上とい

うことでございます。 

 それと、給食センターの件でございます。

これにつきまして、まず一般質問でもござい

ましたんですけども、昭和48年に共同調理セ

ンター方式でということで現在に至って35年

が経過いたしております。施設、設備の老朽

化等々ございまして、建てかえの時期が来て

るということで、平成21年度に実施計画に上

げていると。 

 現状につきまして、それと民間委託の件で

ございますけども、これにつきましては平成

８年の事務事業の見直しということで、全体

の町が行っている事務事業の中で、民間委託

にできるものは民間委託に移行していこうと

いう考えのもとで積極的に委託に進めていく

という方針のもと、給食センターにおきまし

ても、調理員は、平成10年から退職者が出て

も正規の職員の補充は全然行わず、嘱託職員

またパート職員で対応しているということで

ございまして、現状は正規の調理員が、男性

ですけども２名と、あとはパート対応19名と

いうような体制でございます。 

 ですから、本来21年度の改築とあわせて、

調理の民間委託ということで考えておったわ

けですけども、途中退職等々ございましたの

で、20年度から民間委託の方向へ移っていこ

うということでございます。したがいまし

て、改築後も調理については民間委託の方向

へということで考えております。 

 ですから、それとデリバリー方式、単独方

式とかあるわけでございますけども、これは

先ほど言いました共同調理センターで、太子

町の場合面積的にも狭所ですので、十分その

方法が一番効率的だろうという考えのもとで

おります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 私どもの方へ

は２点のご質問だったかと思います。 

 １点目は国保税の関係で、国保特会からの

減額ということでございましたが、桜井議員

さんの方からこれも計画性がなかったんでは

ないかというお尋ねでございました。 

 ご承知のとおり、この18年度当初におきま

して料率改正を行ったわけでございますが、

その際にもご説明を申し上げておりますとお

り、本来この医療保険につきましては、その

医療給付、介護納付金も含めましての医療給

付に見合った保険料の設定というのがこの保

険制度の基本でございますので、それに照ら

し合わせますと、平成12年度以降料率改正を

行うことなく17年度まで来ておったと。内容

を見ますと、やはり医療費に追いつかない

と、保険料が追いつかないという内容でござ

いましたので、毎年度一般会計からの繰り入

れで何とかしのいできたということでござい

ました。 

 18年度に当たりまして、当然介護納付金

が、介護の保険料がこの18年から第３期の見

直しということで大幅に増額をいたしまし

た。全国的にも倍、約２倍といった、創設当
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初の２倍といったような上がり方をいたして

おりましたので、それらも含めまして、非常

に医療給付費が上がるといったところで、そ

れに見合う保険料ということで設定をさせて

いただいたところでございます。 

 実際に18年度経理をいたしますと、結果、

差し引き１億円何がしの黒字ということでご

ざいましたんですが、やはり税率の見直しの

増収の部分と、それから当時予測をしました

医療給付費の想定までの伸びがなかったとい

ったプラスとマイナスの２つの面でもってこ

れだけの剰余という形となったわけでござい

ますが、そこで計画性云々の話になってまい

りますと非常に私の口からは申し上げにくい

部分がございます。非常に医療費の見込みを

立てるといったことにつきましては、大変難

しゅうございますので、答弁につきましては

はっきりとした答弁にはなりませんですけど

も、それでご理解をいただきたいというふう

に思います。 

 それから、２点目がクリーンセンターエコ

ロの今回の補正でございますが、補正の要因

といいますか、原因といたしましては、当初

予算ではまだ国庫補助の行方というのがはっ

きりをいたしておりませんでした。ところ

が、この平成19年５月になりまして、国の方

から国庫の補助の決定内定ということがござ

いましたので、国庫補助が入ってくる分、そ

の分私どものも一般持ち出しが減るというこ

とで、その対象分が今回上げさせていただい

ております3,000万円余りということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） まず、今時補正に

係る大きな金額で、財政調整基金繰入金の減

額３億4,228万7,000円でございますが、全般

的に歳入に係るもの、それから歳出に係るも

の、それぞれ入り組みがございますので、順

次私の方からご説明を申し上げます。 

 まず第１点、補正第１号に係る歳入の主な

ものを申し上げますと、普通交付税の増１億

5,174万2,000円、それから繰越金の増１億

5,751万4,000円、これは平成18年度の一般会

計の実質収支額が１億6,751万4,000円であっ

たことによるものでございます。それが今時

補正歳入の大きな２点でございます。 

 あとは入に係る減要因で大きなものは、地

方特例交付金の減額2,447万3,000円がござい

ます。そのほか小さなでこぼこはプラス・マ

イナスはあるわけでございますが、この補正

予算に係る歳入の合計は３億114万3,000円で

ございます。 

 片や歳出の主なものを申し上げますと、全

般的に上がっております人件費の減が793万

円、それから先ほど丸尾部長が申しました国

保繰り出しの件でございますが、8,895万

1,000円の減、それから老健繰出金の減が

3,270万7,000円、それから揖龍保健衛生事務

組合負担金の減、これも先ほどご説明があり

ましたですが、3,059万2,000円、それから下

水道、前処理特会の繰出金の件が2,312万

4,000円で、これが減の要因でございます。 

 あと、歳出に係る増の要因を申しますと、

介護特会の繰出金の増で2,325万6,000円、そ

れから障害者福祉費関係の増で1,160万

5,000円、街路龍野線負担金の増で1,305万

円、あとは基金積立金の増となります。その

ほかプラス・マイナスあるわけでございます

けれども、この補正予算に係る歳出の合計

は、△減の4,114万4,000円でございます。 

 したがいまして、歳入歳出の増減を合わせ

ますと歳入が歳出を上回り、３億4,228万

7,000円となりまして、その額を財政調整基

金でもって調整することとなるということで

ございます。ですから、文字どおり財政調整

基金というのは財源調整ということでござい

ます。 

 それから、もう一つの大きな柱でございま

す普通交付税の関係でございますが、ご承知

のように普通交付税は国で14兆円、15兆円と

いうふうな非常に大きな数字の中から、太子

町の普通交付税の額を約４カ月間ぐらいかけ

て求めるわけです。ですから非常に、正直に
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申し上げまして、見込みが難しいのはこれ事

実でございます。では、順番にご説明を申し

上げます。 

 まず、基準財政収入額では、個人町民税所

得割の伸びが３億7,659万4,000円、それから

町たばこ税の減が１億398万円、所得譲与税

が税源移譲の関係で皆減して、減の２億

5,108万3,000円が大きな変動要因となってお

ります。その結果、基準財政収入額の合計は

37億427万8,000円となっております。これは

当初と比較しまして4,682万1,000円の減とな

っております。 

 それから次に、基準財政需要額では、昨年

度との相違点は、ご承知のように新型交付税

制度の導入が図られております。内容は経常

経費につきましてはそう影響はないんです

が、投資的経費においては、個別にやった算

定項目が包括的算定経費、いわゆる人口と面

積といったものに置きかえられております。

その結果、基準財政需要額の合計額は49億

9,456万2,000円となっております。 

 そこで一たん交付税は確定するわけです

が、その後国全体を見まして調整率というも

の が 働 い て ま い り ま す 。 調 整 率 は

0.001710240といったような数字が働くため

に、平成19年度普通交付税の確定額は12億

8,174万2,000円となったわけでございます。

したがいまして、交付税の補正額が１億

5,174万2,000円となっております。 

 それから、ここで申し上げておきたいこと

は、計画性がないとかということをおっしゃ

いましたですが、今時のこの９月補正は、そ

れぞれの特会の決算にかかわる補正も関係し

てまいります。当然、年度予算を執行する段

階において、プラスの要因、またマイナスの

要因、いろいろ働くわけでございますけど

も、そういった結果がこの９月の一般会計の

補正予算に反映されているということを申し

上げておきたいと思います。 

 それから、私ども財政課といたしまして

は、財調はですね、これ増えるのは非常に喜

ばしいことであります。今非常に厳しい財政

状況の中、財政調整基金しっかり積み立てて

耐力を蓄えるというのは、これ私どもの基本

姿勢でございます。ですから、財政調整基金

はちょっとへこんでおりましたですけども、

何とかこういう状況が続けば、少しはどんど

んどんどん減らすばっかりではなしに、体力

を蓄えるといったような状況に少しでも好転

していけるようにするのが私ども財政課の努

めだというふうに思っております。もちろん

不要不急の施策については、これは削らざる

を得ないということは当然でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 地方交付税等の問題は、今

の計算で私も具体的にはどんな計算でどうっ

ちゅうのは難しいことなんですが、そういう

見通しの問題は国家の関係がございます。し

かし、もともと18年度を財政が、先ほど教育

長が答えたとおりだと思います。厳しい厳し

いというて実際は財調もこんだけ崩すんや

と、19年度も一緒です。今の補正ですから、

19年度。財調を崩さないと予算が組めない、

だから財政は厳しいんやと言いながら、結局

今年度で、いろいろ出入りがあるものを調整

して３億2,400万円の財政調整基金の繰入金

から繰り出すことを減じた、マイナスしたわ

けですからね、繰り入れないということにな

ったと。それと、実際には、昨年度いろいろ

一般会計を運営して１億5,700万円の繰越金

が出たもの、そういうものが増えてきている

わけですから。その中で、今年度のこの今時

補正では、繰越金の関係の２分の１を積むん

やというて8,600万円を積むと、こういうこ

とについては、制度的にこうやっとりますと

いうことについてとやかく言ってるわけじゃ

ないですが、財調は崩すと言いながら、結局

こうふうに戻してくるような形で、住民に必

要なサービスを削減をする、こういうことが

行われているから言ってるんです。当初か

ら、厳しいということを言ってないんならな
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んですけど、厳しいというて切っといて、そ

して財調もこんだけ崩さなんだら予算できま

えんねやと言うといて、今日の段階でこうい

うことになってるやないかと、こういうこと

を言ってんですよ。だから、これは本当に住

民に対して説明ができにくい。 

 それから、民生費の関係で、国民健康保険

に対する繰出金についても同じです。税金を

引き上げる、こういうことによって一般会計

からの繰出金が予定されておったものなんで

すけど、19年度ですよ、おったものなんです

けども、結局これも繰り出さないで一般会計

からの助成を削減する。そういうことについ

ては、税金を納めにくい方々のことを含め

て、いろいろ上乗せをしたり、また横出しを

したりして住民に、納めにくい方々に対応を

しないと――きのう、おとついとＮＨＫなん

かのドキュメントでも、大阪の守口のことや

とか、後期高齢者の関係などで、本当にもう

暮らしがきつくなって国民健康保険税が納め

られへんのやと、こういうようなことのドキ

ュメントでやっておりましたのをごらんにな

ったと思うんですけども。そういうことに対

する措置を講じていくこと、それの方が大事

なんだと思うんです。こういうふうに減額を

していくんじゃなしに、予定したものは予定

したものとして繰り出して、そしてそれに基

づいた取り組みを行うということが大事だ

と、こういうふうに言ってるんですけども、

その点について再度説明を求めます。 

 それから、食育の関係では、先生に教えて

どないする、今までどないしよったんじゃ。

大学の先生に10万円の事業で、石海小学校で

何をして、どうないしょうとしとんやと言う

とんよ、私は。何をすんや、ほんまに。今ま

でどないしよったんやということを言よう

る。ほいで、そういう人が教えよったんかと

言うとんですよ。教えてもらわなあかん人が

食育をやっとったんか言よん。それじゃおか

しいし、10万円で何ができるんやと、これこ

そ無駄遣いと違いますか。県の金があるとい

うて、県も厳しい厳しい言うとんですよ、何

が必要なんですか、今給食について。それな

いんですか。県が言うさかいせなしょうがな

いんや、石海小学校でやるんやと、そんなこ

とですか。今まで何しとんですか、先生は。

それをはっきりせないといけませんよ。10万

円やからえんじゃないんや、県から委託料が

出とうからというんじゃないんよ。もっとし

っかりとした形をとっておかないといけませ

んということと。 

 それから、給食センター、こんなことを私

は聞いてるんじゃないんです。前にも一般質

問でも言いましたように、デリバリー方式の

問題は弁当給食なんです。注文をとって給食

をする、だから給食はやめない。ただそれ

は、私は釜石の例を引いて360円です言うた

ときに、先ほど上田議員に答弁があったよう

に、食材費だけのここの答弁をされましたわ

な。比較にならんのですよ。360円対200円と

か、そういうふうな答弁されたんですよ、こ

ないだは。そら食材費だけだったらそうなり

ます。しかし、そのときに私言いました。そ

ういう経費のかかる部分で町もお金を出して

るわけですから、施設費から、先ほどもあり

ますように光熱水費から人件費から、そうい

うものを計算をして、差額を助成することに

よってはもっと違ってきますよと言いました

よ。だから、最近ではそんなデリバリー方式

というのが考えられてきていると。そういう

面で、給食はやるけれども――病院給食のこ

とも言いましたわね。病院給食はかなり今も

う外注委託が多くなってると。そういう中

で、本当に必要な給食を行うということでい

きますと、１食当たり何ぼかかるということ

になるんです、どうしても。そしたら、１食

当たり何ぼかかるというのは、デリバリーで

何ぼかかると、幼・小・中分けてもよろし

い、それぞれ、で何ぼかかるんやと。ほで、

施設で直営にした場合は何ぼかかるんやと、

それから業務のみを、施設は町がつくって施

設を貸して民営したときに実際何ぼかかるん

や、それらを収支して、実際給食費は何ぼ必

要なんやと。しかし町は、外注する場合なん
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かだったら施設費も人件費も要らなくなるわ

けですから、その分は補助をしてもええわけ

ですわ。そこらを整理をしないといけないん

です。そして初めて比較対照、全体に比較対

照してメリット、デメリットを計算してい

く、見ていく、そういうことがなかったら今

まで何を、何回も昨年度から私どもはメリッ

ト、デメリットをしっかりと整理をして給食

を維持していく、そのあり方を言ってきたこ

とについて町は何もしてこなかったと、こう

いうことになるんですけど、その点どう説明

しますか。 

○議長（北川嘉明） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 先ほどご指摘があ

りました、予算のときは厳しい厳しいと言う

ておきながらまた繰り戻してるというご趣旨

のご発言なんですが、予算は、ご承知のとお

り私ども提案してるときに、見込み得るもの

は限りなく近い数字で見込んでおります。こ

らもうそのとおりでございます。 

 そして、この補正事項につきましては、先

ほど申しましたように、普交が約１億

5,000万円、それから繰越金の増が１億

5,000万円です。 

 これ考えてみてください。足したら３億円

超えますわ。そうすると、先ほど申しました

３億4,282万7,000円の繰越金が逆に繰り戻せ

なくなる。ということは、当初予算どおり４

億5,000万円繰り入れなきゃならないってこ

とです。ただこれは、先ほども申しましたよ

うに、繰越金額、結果論でありますからこう

いう数字も出てくるわけです。そうすると、

今８億円ほどしかない財調が、当初予算どお

り４億5,300万円食ってしまえば、来年の当

初予算は残りもう残は４億円しかないわけで

す。ですから、日ごろの節約はもちろん大事

ですけれども、こういった繰越金を財調の方

に繰り戻す、それからそれぞれの普通交付税

の増とか、そういったものを私どもが精査を

して、こういう補正内容になっておるわけで

ございます。 

 ですから、申し上げたいことは、財調を積

むのは悪くないということをご理解願いた

い。こらもう当然積んでいかなきゃならん

と、体力を蓄えると、これ私の一番大事な仕

事でございますから、その点誤解のないよう

にお願いしときます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 国民健康保険

への再度のお尋ねでございました。テレビ等

も私も見たわけでございますが、この健康保

険の基本につきましては、先の答弁で申し上

げましたとおりでございまして、今問題とな

っておるような点につきましても、私どもは

当然、組み立てが公費の部分と保険料で成り

立っている保険でございますので、公費部分

につきましては国の方に陳情、要請をかけて

おりますし、当然その中で、今桜井議員さん

ご指摘の部分の件につきましては、やはり軽

減、現在も軽減が制度的にございますが、軽

減の範囲、それから窓口の上限額、それぞれ

の上限がございますが、その当たりにつきま

して、やはり国に対して要請を申し上げてお

るというところでございます。そら一般会計

で繰り入れたらいいではないかというご指摘

だったかと思うんですが、やはり制度を堅持

していく上ではやはり基本にのっとり、やは

り考えられる問題が出てくれば、その構成の

部分でもって我々は精いっぱい国に対して要

請をするというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 食育指導についてお

答えします。昨年度学校給食法が改正され

て、学校で今までやってたのは栄養士と一般

職員の給食指導でした。それを、例えば最近

の問題としてはアレルギーの問題も出てきて

ますし、それから生活習慣病を小学校でも持

った子がたくさん出てきます。それから、Ｏ

157を初めいろんなそういう衛生面について

も先生方は素人なんで、そういう面で、例え

ば今挙げたんですけど、指導を深めてより子

供に安全な給食をしていこうというのが県の
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趣旨でございます。そういう面で、そういう

問題について学校の一般の先生に指導、お話

があると私は聞いております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 給食センターの関

係でございます。繰り返すようになるわけで

ございますけども、これはやはり48年に各学

校にあったものを共同調理センター方式とい

うことで給食センターができて、そこから

35年がたって次にどうするかという話になる

わけでございますけども、当然一般的には給

食センター方式でいこうというふうに町の方

では考えておるわけでございます。というの

は、各学校にもそういう施設面があるか、ま

た購入できるかとか、いろんな問題がもちろ

ん起きてきます。効率的に考えれば、今の方

法が一番いいだろうということになるだろう

というふうに考えます。 

 それと、いわゆる調理関係、運営はどうか

というお話でございます。今までは町の職

員、最初のころでしたら全部町の職員が調理

もして、管理もしておったわけでございます

けども、先ほど言いましたように状況が変わ

ったということで、正規の職員も少なくな

り、パート対応という状況になってきており

ます。ですから、運営について、これは調理

について今から正規の職員を採用してという

わけにもいきませんので、普通はそこから委

託にしていこうというのが、これは平成８年

の事務事業の見直しでそういう方向づけをし

て、いわゆる調理の正規の職員は採用しない

という方向づけできておりますので、これは

当然そういう方向で、新しく建築されてもそ

ういう意向になるということでございます。 

 単価的なお話も出ましたんですけども、い

わゆる職員全体的な費用を給食費１人当たり

に割ってみますと、大体今の給食費の倍ぐら

いにはなるということでございます。現状で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 次回のときまでよう調

べといて。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 次回のときによく答弁するように。もう一

回残ってある。 

（桜井公晴議員「きょうは置いときま

す」の声あり） 

 うん。だから、次回のときにちゃんと答弁

するよう。 

（桜井公晴議員「今の答弁ぐらいきち

っとせえよ言よん。今のなんか聞いと

っても、ええ答弁か」の声あり） 

 答弁ですので、次回のときに…… 

（桜井公晴議員「デリバリー方式と比

較してみいよ」の声あり） 

 教育長、デリバリーとかの部分については

答弁いかがですか。 

（桜井公晴議員「給食はやるというこ

とを言うたんやけど、だけど単価は差

が出る。その分何も自分とこでやらな

くても全面的に外注をすることもある

と。これが支障があるかどうかという

ことになるんやでというて言うとん

や。せやから、それらを比較せなあか

んがな」の声あり） 

 そういう答弁、いんですか。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 桜井議員ご質問のデ

リバリー方式と、例えば町としては、先ほど

教育次長から申し上げましたとおり、建てか

えて給食センターとしてやりたいという町の

姿勢の中でございますが、例えばデリバリー

方式ということになれば、完全な私単価を把

握しておりませんが、姫路市の例をとります

と約500円から600円というふうに聞いており

ますので、仮に600円とした場合、今現在太

子町の場合は、先ほども出ましたように月

4,000円前後ですので20日として200円、

200円になるか、もう少し高いかもしれませ

ん。例えば250円ということになれば、600円

の単価から250円、今現在それは給食費とし

ていただいておりますので、350円というも

のを町が負担しなければならない状況になり
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ます。そうすると、350円掛ける、現在単純

に計算して4,000食として180日としますと、

約２億5,200万円という金額が生じます。ほ

んで、この一般会計の決算見ていただいてお

りますのでご案内かと思いますけど、給食セ

ンターのランニングコストとして約8,800万

円、高く見て１億円と、計算しやすいように

しますと１億円です。ということは、１億

5,200万円というものを建てる以外で、平準

化はします、建てるときにはいっときお金要

りますが、２億5,200万円から１億円引いた

１億5,000万円余り、５年で７億5,000万円と

いうことになれば、今度建てる給食センター

そのものが７億円かかるんか10億円かかるん

か私分かりませんが、約５年から10年で十分

償還できるということからいえば、建てかえ

て民間委託とするのがいいのではないかとい

うのが現在考えているところでございます。 

（桜井公晴議員「何ぼで計算してるん

ですか」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○副町長（八幡儀則） これについては、ま

だ金額的には完全に把握いたして…… 

（桜井公晴議員「今のそんなん出され

へんやんか、どのぐらい考えとってん

です」の声あり） 

 だからその金額についてはまだ、競争であ

る程度見積もった中での話でございますの

で、それについてはっきり金額について申し

上げられるときではないというふうに判断い

たしております。 

（桜井公晴議員「それやったら比較に

ならへんわ」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３７号 平成１９年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第２、議案第37号

平成19年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については９月３日の本会議で既に提

案理由の説明が終わっていますので、これか

ら質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２番清原良典議員。 

○清原良典議員 先ほどの質疑と相当かぶる

とこがあるんですけども、私も用意しとる以

上質問をさせてもらいます。 

 補正予算の３ページ、５ページに計上され

ております金額についてお尋ねをいたしま

す。前年度よりの大幅な改正によって税金を

上げている実情の中で、繰入金を9,351万

6,000円減らして、当初1,000円であった繰越

金が１億1,544万7,000円になっている。そし

て、基金積み立てに1,707万5,000円回してい

る、なぜなのか。国保支援のために置いた繰

入金ではないのですか。おまけに、どうして

繰越金がこれだけ出てくるのか。預貯金をす

るがために税金を上げたのではないと思うの

ですが、またそもそも基金に回すがために上

げたのではないのですか、お尋ねします。 

 ついでに、保険の特別会計の補正ですの

で、介護についても同様にちょっとお尋ねを

しときます。 

 今の国保の質疑と同様に、繰越金をもとも

と……。 

○議長（北川嘉明） ちょっと待って、清原

議員、介護の特別会計の質疑ですか。 

○清原良典議員 後にしましょうか。 

○議長（北川嘉明） いや、介護は次ありま

すから、そのときにしてください。 

○清原良典議員 はい。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 前年度の剰余

についてのお尋ねであったかと思います。

18年度決算を受けましての今回の繰入金の減

額、それから繰越金といった補正が上がって

きておりますが、当然18年度一般会計からの



－105－ 

繰り入れがございまして、最終的には

5,000万円の繰り入れという結果になってお

りますが、その後プラスになった部分につき

まして、今回補正で確定をしたということで

上がってきております。 

 一言で申しますと、その要因というのは先

ほど申し上げましたように、当然保険料とし

て上がった部分、それから保険給付費、医療

費ですね、これの見通しのギャップがござい

ましたということに尽きるわけでございます

が、従来保険給付を見てみますと、毎年度や

はり１億何千万円ないしは２億何千万円の伸

びできておりましたが、17年度から18年度を

比較しますと約2,000万円ということで、非

常に抑制がかかったという部分がございま

す。それらの予測ができなかったということ

になるわけでございますけれども、その要因

でもって剰余が生じたのが18年度でございま

す。その繰り越した部分の割り振りについて

は、今回の補正の内容それぞれになってきて

おるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今の国民健康保険について

は、先ほども清原議員の質疑で言ってるとお

り、本当に税を引き上げた結果であり、また

補正予算でも繰り入れる予定していたものも

一般会計で言ったとおりなんですが、減額を

して8,895万1,000円を減額をすると、こうい

うような形の中で帳じりは合わさっているん

ですが、先ほど部長が説明しておりますよう

に、国民健康保険は税金と国庫と、それから

各保険からの療養給付費交付金、こういうも

のが基本的な財源となるわけです。そら当た

り前のことなんですけども、その中で一般会

計も一定の助成をすると、こういうことでや

ってきたのが経過です。そして、赤字になっ

たら一般会計としては黙っておりませんし、

助成はするんやというのはここの町で言って

きたことなんです。しかし、もうあらかじめ

赤字にならんような税金を取り立てていた

ら、設定をしておりますとこういうことに結

果としてなってしまう。そのために、今まで

預貯金も取り崩してきとったんですが、今度

は台帳に積み立てると、こういうような形に

なってきているのが今回だと思うんです。 

 それらのものは、私はもう本当に厳しい中

ですから、税の設定がきついと、お返しをし

た方がええと。暮らしが一番厳しいんですか

ら、もう割り戻せというような要求も当然あ

りますから、納得がいかんことになりますよ

ということをこれまでも言ってきておるんで

すけども。そういうことこそ、暮らしを支え

る町政やと私は思うんですが、その点はどう

ですか。積み立てるために上げたと、あるい

は一般会計からの繰り出しを押さえるために

上げたというふうになるわけです。 

 ほで、国に対して要求をしとるというもの

の、ご案内のとおり国庫がどんどん減らされ

てきたのは、今さら言うまでもありませんけ

れども、当初は1984年に45％だったものが今

は30％強です。そこまで国庫が減ってきとう

から、大変なことは事実なんですわ。しか

し、それを戻さないと、いわゆるセーフティ

ーネットって言われるように、国民皆保険の

中での取り組みとしては、だんだんだんだん

金のない者は死ねと、こういうふうになって

きとる、それがこないだ、先ほど言いました

ように守口の例とかということで、国保の具

体的な最近の危機についてドキュメントがや

られるようなものです。だから、もうかから

れへんと。それで、市に相談する、ここも一

緒ですけど、相談しますと、7,000円ほど分

納してもらっておいおい納めてもうたらええ

と、そうなりますと短期証で対応してもらわ

な困るんやと、３カ月のね。そういうような

ことで、本当にそれを持っていくということ

は、医療機関に行きにくい、今までその人は

53万円納めとる人がそないなってもうとんで

す。53万円というのは最高ですからね、今国

保の税金課料は。最高納めよった人が今はそ

んなにしんどうなってると。だから、相談に
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行ったらもう短期証しか交付できません、こ

んなことを言われてくるような今のあり方。 

 ほやから、国に言ってるんなら、国に当然

の改善を求めることとあわせて、困られる人

に対して一定の措置をする。皮革前処理場に

１億数千万円ずうっと出しとることから考え

たら大したことないんですよ、住民のため

に。そういうことが施策やと思うんですが、

いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 基金に積み立

てをするために料率改正をやったと言われる

ような部分が今あったかと思うんですが、当

然本来この会計も基金は保有をすべきであり

まして、私もぜひ保有をしたいんであります

が、現下の保有額を見ますと二十六、七万円

だったと思います。なきに等しいという状況

でございます。各保険者、県下を見まして

も、やはり基金を保有をいたしておりまし

て、予測のできない部分に対応するという、

そういった安全策をとっておるところでござ

います。 

 ですから、今回19年度この補正でもって積

み立てをする形にはなっておりますが、本来

ですとやはり基金というのは保有をしてして

おきたい、すべきであるという考え方を持っ

ておりますので、この18年度の料率改正のと

きには、基金を目的といったただ一つだけの

目的ではございません。繰り返すようでござ

いますけれども、医療給付に見合った負担と

いうことでの料率改正でございました。 

 それから、施策として考えるべきというお

尋ねでございます。なるほど考えなければな

らない部分かとも思うんですが、やはり基本

原則に沿ったといいますか、そういった形の

中での検討をしておるわけでございまして、

桜井議員さん言われましたように、国庫の負

担っていうのは非常に落ちてきておりまし

て、これは非常に大きな問題でもございま

す。太子町に限らず、いずれの保険者も同様

かと思うんですが、やはりこの部分について

は、もう国に対してお願いをするしかないと

いうことでございます。 

 一部困っておられる方への施策をというお

尋ねでございますけれども、今桜井議員さん

から言われましたそういった分割納付とかと

いったような方法、それで保険料へのはね返

りといいますか、その部分の施策につきまし

ては、やはり減免といったようなところが考

えれるんですが、なかなか難しゅうございま

して、本来のやはり軽減の部分、あるいは上

限額の部分でもって処置をするというのが適

切というふうに考えておるわけでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 それぞれの特別会計は独立

してやるべきやというふうにおっしゃいます

けれども、私もそのとおりやと思います。で

すが、国民健康保険については、私は余裕が

あったら積むということも一つですけれど

も、その場合には条件があると思うんです。

きちっとそれを管理して使ってくれるんかと

いう心配があるんです。金ちゅうのは余ると

今までの例であれやけど、基金に積むとろく

なことに使わへんねん。だから、そういうこ

とからいうと返してもえんやね、余れば。 

 もし、ほんなら足らなんだらどないなるん

やという話がありますけれども、足らなんだ

ら一般会計から繰り入れたらえんです。今ま

でずっとやってますやん。例えば、皮革前処

理場、あれ６社ぐらいしか使ってないけど

も、毎年２億円余り、最近ちょっと減りまし

たけども、一般会計から繰り入れたでしょ

う。下水道会計、６億円、７億円ずっと一般

会計から繰り入れていったやん。だから、あ

なた方が言いよんのは、国保については物す

ごい厳しいことを言うのや。だけど、下水と

かああいうとこへはどんどこ入れるんやね、

どっちも特別会計です。だから、その辺の考

え方は私はもっときちっとせないかんのと違

うか思うんやけども。国保に対してはちょっ
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と厳し過ぎますよ、そう思いませんか。 

 だから、余ったもんは、僕は極端な話、払

ったらどうやとは言いたいんですけれども、

いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保険事業は、

今上田議員さんの方から余れば返せというこ

とになるんですが、単年度18年度で剰余金と

してきますと、当然それは保険給付に充てる

べきものでございますので、次年度、次の年

度の保険料率にそれをプラス要因として含め

ての計算をするというのが保険会計の仕組み

でございます。したがいまして、配当金的に

分配というようなことはなじみません。次の

料率に、そこへ含めるということが保険会計

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、そら私がちょっと変

なことを言うとんのは、自分でもよう分かっ

とんです。そら変なことを言うとんです。だ

けど、それぐらいな考えで運営したらどうで

すか言うとんねや。でないと、特別会計はも

うその会計でやらないかんのやというてずっ

と言うのに、その割に、その割にやないね

や、言っていながら、下水とか前処理場にや

ったらどんどん出していくんや、それがおか

しいっちゅんや。やるんならみんな平等にや

ったらどうですか言うとんねん。 

 人間というたらそういうもんでしょう。何

も物が足らんで腹立つという人は余りないね

や。戦後、私も戦中派ですから終戦のときに

物なかったんや、食べるもんなかったんや。

しかし、だれも余り腹立ててなかったんや。

今物余りで、ほんまにそこらに食べ物がほか

してあるような世の中でもみんな不平、不満

いっぱい言うてまんねん。何でかというた

ら、不公平があるからや。だから、公平にや

るということが僕は大原則やと思うんです。 

 だから、特別会計でやるんなら全部特別会

計は原則でやりゃええわけです。ということ

を言うてます。こら、私の基本的な物の考え

方を言うてますんで、間違うとりましたら指

摘していただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。おっし

ゃってることは十分承知します。しかしなが

ら、先ほど来いろいろと一般会計でも議論が

なされておりますように、私自身は今そうい

う時期ではないと。いみじくも今、すべての

特会にも援助をしていけと、繰り出しをして

いけということでございますが、私はそれぞ

れの設立当初からの経緯経過もございましょ

う。また、国の法的な措置もございます。そ

うした中で、たまたま国保につきましては、

税改正をさせていただいた年にこうした大き

な余剰といったらおかしいんですが、金額が

はじき出された。それはやはり税のアップ、

また逆に歳出の方でのそうした、先ほど来説

明しておりますように、差が生じてきてそう

した金額になってきたところでございます

が、私は今の税率等々にいつも固守しなくっ

てはいけないというふうには思っておりませ

ん。ある程度こういう推移がするんであれ

ば、やはりまた税率改正等々に取り組んでい

かなければいけないと、このように考えると

ころでございます。ちなみに、隣の姫路市さ

ん当たりは、毎年国保税の改定、見直し等も

なされておるというふうに聞いておるところ

でございます。十分そこらはにらみ合わせな

がら取り組みをさせていただきたいと思いま

す。 

 いずれにしましても、今後のやはり太子町

の行政運営をやる中で、慎重に対応していか

なければならない問題であろうと、このよう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 というのは、私は70歳以上

というたら余りようけおらんのですけど、も
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ともと60歳になったら医療費ただや言うとっ

たんです。それが、私が60歳になったらただ

なんや思うとったら、60歳になったら今度

65歳やなかったらあかんというて上がったん

です。今度65歳から思うたら、また今度上が

った。ほで、高齢者、医療費ただや言よった

ん、うそや。私がその年になったらまた上が

っとんのや。それで、その年になったまた上

がって、こないだなんか２割から３割になっ

て、どないなっとんねん、一体。そら太子町

の責任やとは言わんよ。 

 しかし、住みよい町太子というんなら、全

国に先駆けて、ちょっとやっぱり、ああ、な

るほどなあ、そういう全国にないような施策

をやるんやなと、ぐらいなことを私は国保、

この健康というか、医療については私も胃が

んで腹切ってますんで、非常に関心持っとん

ですけれども、もう少しやっぱり、下水やそ

んなもん、そんなことばっかり言うとんね

ん。下水でもね、あんなもん今年にどうでも

完成させなあかんというてむちゃくちゃ一般

会計からほり出して、大方100億円どころや

ない金ほり込んどるでしょう、一般会計か

ら。あれ仮に、計画どおりにもう10年整備を

増やしとったら、もうほんな一般会計からそ

ないほり込まんでもよかったわけや。だか

ら、土木やとか、そら土建屋さんは楽しいて

うれしいか分からんけども、そんなとこへば

っかりお金入れるんやなしに、もう少し高齢

者というか、弱者に優しい施策が考えられま

せんかと。今こそ考えられ、今までは国がが

んじがらめにしとったから難しかったか分か

らんけども、これからは町で選べまっせやな

いか。そのために、合併せんと町単独でいく

ということを決めたんでしょう。よそと同じ

ようにやるんやったら、どこへでも合併しと

いた方がスケールメリットがあってよかった

んや。だけど、太子町は太子町で独自の施策

をやるということで単独を選んだんなら、も

う少し変わった施策をやってほしいなという

のが私の願いなんです。いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） いみじくも全体の施策

でおっしゃってると、このようにとらえると

ころでございますが、今本当に上田議員さ

ん、そういう時期でございましょうか。太子

町で独自ですべてのもんでいろいろな措置が

どんどんとれるかというと、私は第２の夕張

等々の件も懸念しなくってはならないと、こ

のように考えるところでございまして。下水

等々の話もお出しになってこの会計で言われ

ておるんですが、全体的に考える中で、住環

境整備の中で全町民の皆さんが受益をこうむ

る下水でございました。そうした取り組み、

私は早く取り組み、やっておってよかったな

と、今の時期から下水に取り組むんであれ

ば、到底私はよう手を出していかないだろう

と、このように考えるところでございまし

て、そうした私自身は太子町でこういうこと

をやると、大きなことは私はできないと思い

ます。そうした面、十分なる職員との連携も

図りながら行政は進めていかなければならな

い。また、後年の道もはっきりと道をつけて

やっていきたいと、このように考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 先の定例会で、国保につい

ての私質問の中で、診療報酬不正請求の証拠

ありということを言っておりまして、今現在

何の問い合わせもありませんよ。不正請求が

一番大変でしょう。議事録を読んでくださ

い、必ずありますよ。私が証拠持っとんやか

ら。私自身やから、不正請求されてるんやか

ら。もうこれ６でしょう。７、８、９や、３

カ月間何の問い合わせもない、世の中不正を

容認してるんですか、行政は。私、公式の場

で不正請求ありと言ってるんです。議事録読

んでください。 

 ということは、当然僕の言いたいのは、国

保の値上げ等いろいろと収入のことばっかり

でどんどんどんどんと、国保の保険料を払う
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んでも一般住民大変なんです。なら診療関係

の出る方は、月のレセプト点検とかなんかと

いうてやって診療報酬払ってるということ

で、いろんな組織のルールはあろうかと思い

ますよ。だけれど、一議員が証拠あり、不正

請求ありということを言ってるのに、何の関

心もない、何の問い合わせもないということ

はどういうことですか。これ当然詐欺罪です

よ、警察の方にちょっと問い合わせしたら、

もっと詳しい何か難しい罪名を言ってます

よ。けど、少なくとも告訴するのは、私が告

訴しましょうか、そりゃ町の組織を飛び越え

てするというて、わざわざ言ってるんです

よ、そういう悪徳診療所があるということで

す。片一方で値上げしといて、片一方でどん

どんどんどん出すという、それを私が言って

るにもかかわらず、何の問い合わせもないと

いうことはどういうふうな了見かお尋ねする

ということと。 

 もう一点、今世間を騒がせておる、これは

過去は町がやってましたね、年金。使い込み

いっぱいありましたね、出てますね、テレビ

でぼんぼん言うてますやん。太子町に年金問

題は、一応移行してまして今現在は町は関係

ないとおっしゃられると思いますけれど、過

去にそういうことはありませんでしたか。一

般住民として、太子町でも何の問題もなかっ

たんやろうかというようなことで、兵庫県は

たまたま載ってませんね、全国の不正請求の

中で。ないということを信じておりますけど

も、だけど後から後からぼんぼん出てますや

んか。そういうなこともありますんで、重ね

てお尋ねしておきます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） １点目の不正

請求の件でございますが、先の議会でそうい

ったご指摘があったということでございま

す。その点についての嶋澤議員さんへの問い

合わせをしてなかったのはどういうことかと

いうことでございますが、一般的な不正とい

ったことでの私は聞き方をいたしておりまし

た。今お聞きしますと、嶋澤議員さんご本人

ということでございますので、改めてお話を

お伺いしたいというふうに思います。 

 それと、年金の関係ですが、今回の補正と

全く関係ないんですが、本町では、そういっ

た今新聞等で言われておりますところの市町

関係の不正というのはございません。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は午後１時10分とします。 

（休憩 午後０時09分） 

（再開 午後１時10分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３８号 平成１９年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第３、議案第38号

平成19年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２番清原良典議員。 

○清原良典議員 私も先ほどからいろいろと

国保の関係で聞いとりますとだんだんと分か

ってきたんですけども、一応用意しとります

んで質問させていただきます。 

 介護保険補正、３ページ、５ページにかか

わることですが、国保の質疑と同様に繰越

金、もともと1,000円のものを2,700万円追加

し、そしてまた約2,700万円を積立金に回し

ている、どうも不自然と思われます。そうな

ると、太子町においての介護事業というもの

は、本当に必要十分に本来の介護事業が行わ

れているのか、お尋ねをいたします。 
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○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） お答えをいた

します。 

 繰越金で2,700万3,000円のお尋ねでござい

ますが、これも国保会計のところで申し上げ

ましたように、18年度決算に基づきますとこ

ろの実質収支額2,700万4,000円、これに相当

するところでございます。前年度で繰り越す

額を入で受けまして、それを今度歳出の方で

積立金、返還金等々への歳出ということにな

ってまいります。ですから、この繰越金のほ

とんどが、提案説明でも申しましたように、

保険料でございます。 

 それと、一般会計からの負担というのが、

繰り入れで一般会計繰入金があるんですが、

これも決算に基づきますところの町の負担分

でございます。国が、県が、町がというのが

もう法定で率が決まっておりまして、町につ

きましては12.5％、県と同様でございますけ

れども、それに相当すると。ですから、あと

国も県も精算という形で、今回過年度精算と

いう形で支払基金からは入ってきます。国県

につきましては、多過ぎてましたから返還を

するということで償還金のところで計上して

おるというところで、ご理解をいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３９号 平成１９年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第４、議案第39号

平成19年度兵庫県太子町老人保健特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４０号 平成１９年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第５、議案第40号

平成19年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 墓園事業についてお尋ねい

たします。 

 この会計に今まで幾らを投資してきたかと

いうことが分かりましたら。 

 それと、回収といいますか、使用料は幾ら

ぐらいで、あと何区画残って、それでそれが

全部貸し付けができた時点で会計はどうなる

かということについて、若干これからまだか

かると思うんで、確定的な金額は出にくいと

思いますんで、投資金額は出ると思うんです

けれども、収入の方はちょっと、おおよそで

結構ですから、どういうふうになんのか、大

体でよろしいですから、説明求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまでの投

資の額でございますが、今ちょっと資料、繰

るんですが、正確な数字の資料がちょっと見

当たりません。売れておる区画の数も正確な

数字というのは、今ちょっと探しておるんで

すが、600弱というふうに記憶いたしており

ます。590台やったと思うんですが、が売れ

ておるということでございます。 

 申しわけございませんが、以上でございま

す。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 
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 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 パソコン持ってったらどな

いなん。いやいや、ほんまに。私が思うん

は、当局そない書類をごそごそせんと、もう

恐らく全部パソコンに入っとると思うから

な、会計ごとに。一発でぽんとたたいたらす

っと出ると思うんやわ。だから、能率もええ

し、苦労せいでもええんやけども。せっかく

パソコン整備しとんやから、どんなんですか

な。 

 いや、600だけやというて、私が聞いた中

で600というのは、それは分かるんですわ。

もうちょっとなあ、なんか説明のしようがあ

ると思うんやけども。 

○議長（北川嘉明） ちょっと待とか。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時17分） 

（再開 午後１時20分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これまでの墓

園事業の土地の価格につきましては、私ちょ

っと資料を持ってきたつもりが手許にどうも

ございませんので、後日お答えをしたいと思

います。 

 応募の状況でございますけれども、18年度

末であと827を残しておるということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ほな、これどこの委員会か

いな、これは。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 はい。 

○議長（北川嘉明） １回残されますか、最

終日に。 

○上田富夫議員 いやいや、もうええわ。こ

れ委員会出してくれるかな、きちっとな、資

料な。あれやでな、貸借対照表みたいにして

出してよ。何が何ぼやて、そないなことやな

しに、見たら出と入と何ぼもうかって何ぼ残

っとうと、簡単やん。そういうもん出してく

れにゃあかんが、な。いや、その会計が分か

らなんだら、あんたこんな、あんた墓園会計

の特別会計できへんで、あんた。もし分から

なんだら、こういうもんおまっさかいに。こ

れ全部もう決算から対比からもう全部分かる

ようになっとうさかい、こういうなんお貸し

しますんで、そういう資料で出していただけ

ますか、それだけ確認します。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 昨年も決算の

ときに、貸借対照表ではなかったんですが、

それまでの事業費の推移の資料があったと思

いますので、同様の資料になろうかと思いま

すが、委員会の方に提出をさせていただきた

いというように思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４１号 平成１９年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第６、議案第41号

平成19年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この下水道のことについ

て、復旧舗装、下水道の、これは町道によっ

て単価が違うのかどうか。ということは、舗

装の程度、私はランクはよう分かりませんけ

ども、例えば国道なら国道とか県道とか町道

とか、そういうのはあると思うんです。単価

が、どういうふうに違って、どういう舗装を
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しとんのかというのが１点と、もう一点はつ

いでに、どないいうんですか、やってまうと

いうか、下水道掘ったところまでやなしに、

そこを修復ついでに、もっと先までめくっ

て、ほいで下水道工事費で工事をやってしま

うというようなことがあったかなかったか説

明求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 舗装復旧での

単価、平方メートル当たりの単価、一般的に

言うんですけども、これの単価は国道、県

道、町道の違いではなく、基本的には車の台

数などによりまして舗装の厚みが違います。

一般的に町道でしたら５センチ、町道でも広

い道路、都市計画道路なんかでしたら10セン

チのところもあります。それと、旧２号線で

は、昔の基準ではたしか20センチの黒い舗装

がかかっていたと思います。ですから、それ

と町道の場合でも舗装をめくったときに、下

のどういうんですか、砕石といいますか、そ

れがなく、土が露出しているようでは、やは

り舗装しても傷みますので、砕石等を補充し

ます。そういったことで、若干場所等によっ

て単価は違ってくるのは現実でございます。 

 それと、関係ないところ、舗装、下水を施

工してないところまでの舗装ということです

けども、これについてはあります。といいま

すのは、やはり下水といいますのは、勾配と

ってやりますもので、両側から追いかけてき

て、真ん中に、間に10メートルとか20メート

ルとか残る場合がございます。こういった場

合、かなり舗装が傷んどれば、やはり一連の

流れとして下水を入れてないところでもやっ

てきたというふうなことがございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 実は、町道の舗装の厚み

云々ということはあるんですけれども、アス

ファルトの表面的な仕上がりが、いい仕上が

りと悪い仕上がりとはどんなんですかね。例

えば、私の知っとるところでは、舗装をして

１カ月もせん間に、10トン車がカーブしたん

です。舗装がめくれとんやね。で、見たら、

非常に粗い。ずっと調べてみると、そのカー

ブのとこだけが非常に雑な仕上がりになっと

んです。同じ単価なんかなというてお聞きし

よんです。舗装して間なしに10トン車が通っ

たぐらいで、カーブ切ったぐらいであんだけ

舗装が傷むというのはどんなんかなというの

があります。現場へ案内、もしご不審なら、

現場へ案内して、ここやというて指摘しても

よろしいです。 

 それからもう一点、今おっしゃられたよう

に、両方からとか、そんなんじゃなしに、あ

るＡ点からＢ点まで来て、Ｂ点まで下水を入

れて、そっからさらにＣ点まで、そうです

ね、七、八十メーター、その先にはちょっと

した施設があります、下水入ってませんけ

ど。そこまで舗装してあるが、あれは、もし

業者が勝手に、ついでにそこのおうちに頼ま

れてやったというんなら、そらそれでええん

ですわ。ほやけど、ちょっと業者倒産したら

しいからよう分からんのやけども。あそっ

か、ごめんなさい、あの業者は倒産してない

んです。どないいうんですか、それも町道な

らまあまあよろしいやん。だけど、町道やな

しに私道なんですわ。ほいで、どうかなとい

うことをお尋ねしよんですけども。そういう

便宜を図るようなとこというのはちょこちょ

こあるんですか。たまたま太子町の中でそこ

だけなんでしょうか。ちょっとお尋ねしま

す。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） さっきのご質

問のカーブのところが舗装がずれるといいま

すか一部めくれているといったようなこと

は、町道で、なお舗装が新しい場合、起こり

得ることはあります。といいますのは、やは

り舗装が新しい場合は、どうしてもきっちり

と固まっておりません。ローラー等で転圧し

てもどうしてもダンプなんかでにしった場合

には、どうしても型がつきやすうございま
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す。ですから、そのところがそうだったのか

もしれませんけども、その辺については、私

も過去に見たことはあるんですけども、やは

り幾らかの、乗用車でもにしってスピード出

せば、やはり若干のどういうんですか、薄い

めくれ等は起こることがございます。 

 それともう一点、七、八十メートルでの私

道、これにつきましては私道につきまして

は、基本的にはやってないというふうに思い

ます。その中で、里道、認定外の復旧という

ことで、地元から負担をいただいた場合には

行っている場合もありますけども、私道とい

う限定された場合には、基本的には行ってな

いというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 トラックや乗用車が通って

も塗装がめくれるということがあり得るとい

うことなんですけど、わしゃあ国道、そうす

るとやっぱり国道と町道とかというのは、基

本的に舗装が違うということと違うんです

か、レベルが。ただ厚みが違うとか、そんな

レベルの話やなしに、もともと施工のやり方

自体が違うんちゃいますか。そやないと、２

号線やこの179やかし、あれだけ車通りよっ

ても舗装したって、そんなトラックが通った

からめくれたやて聞いたことないもんね。だ

から聞っきょんですわ。あれと一緒ですか

と。厚みが違うというのはよう分かります。

そら国道なんかこんなですから。だけど、そ

の上の最後の仕上げが違うんかどうかという

ことを私は、一番当初にそれをお聞きしたん

ですわ。それの、そら一緒やとおっしゃられ

たんやから、そうするとおかしいなという話

になるんやけどね。どんなですか。 

 それと、私道は絶対せんとおっしゃったん

なら、私が案内しますから見てください、一

遍。そのかわり、それまでに帳面見せて、絶

対にそこは行政がやってないという証拠を見

せた上でやってください。そやないと、後で

帳面はこうやというて変なことでごまかされ

たら私もつらいから。それ確認させた上で後

日ここやということを特定して確認させても

らいます。 

 その１点目についてはちょっと答弁してく

ださい。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） カーブを切っ

たときにどうしても広い道路の舗装の厚みの

大きいところ、これにつきましてはやはり、

どういいますか、かなり大きなものが通って

も大丈夫だということで、下の方からかなり

強くなっております。そういったことで、ダ

ンプがカーブしても、まずは大丈夫だろうと

いうのは分かります。それと、町道をといい

ますか、狭い道路の場合は、どうしても下が

アスファルトの下がどうしても、今言いまし

たような広い道と違いまして、若干のやわみ

といいますか、たわみといいますか、ありま

す。そういった中で、若干弱い面もありま

す。そういうことで、町道といいますか、狭

い道路ではにしったときに起こる可能性はあ

ると。それも新しい舗装に対して起こること

はあり得ると。ですから、基本的な転圧とか

作業等につきましては、１層というんです

か、５センチの舗装と15センチ、20センチの

舗装と基本的なアスファルトにつきましても

同じでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

 先ほど、日程第５号、議案第40号平成19年

度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算

（第１号）の答弁で、生活福祉部長より発言

の求めがありますので、この際許します。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 大変申しわけ

ございません。先ほど上田議員さんのご質問

にお答えした数字が全く引き算、逆の数字を
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申し上げておりましたので、ここでおわびを

申し上げて数字を申し上げたいと思います。 

 827残っておると言いましたんですが、逆

でございまして、827が済んでおりまして、

残りが574が残っておると、1,401から引き算

を逆にしとりました。大変ご迷惑かけまし

た。おわび申し上げます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４２号 平成１９年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第７、議案第42号

平成19年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 11番熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 最初のところで、需用費、

修繕料88万8,000円出ておりますけれども、

内容につきましては参考資料に記載されてお

ります。やはり前処理場という施設はかなり

老朽化してまして、いろんな問題が順次出て

くると思います。当然、その都度修繕は必要

だと思いますが、以前からいろんな話出てる

中で、もしあの施設が何らかのトラブルで停

止した場合どうなるのかという話が出ており

ましたが、そのとき今この廃液を流してるの

は約２社ぐらいですね。というの聞いており

ますし、また下水道がかなり普及しておりま

して、そこへ直接流しても現状では問題ない

んではないかなという話も出ておりました。

それにつきましては、勝手に流すわけにはい

かないので、たしか前、部長の方から、県の

方とも調整しながらという話があったやに思

いますが、その辺の話というのは、これ約１

億5,000万円の年間事業ですので、この辺大

事なことになると思うんですが、その辺話は

どのように県と進んでいるのか、もし状況が

分かりましたら説明いただきたいと思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 前処理場の処

理及び放流についてでございますけども、以

前県の終末処理場の方と話しさせていただい

たときには、太子町の前処理場の汚水の量で

は揖保川浄化センターの管理運営に対しては

何ら支障がないというふうな話は聞いており

ます。そういった中で、県の下水道課、本庁

の方と協議をしたわけなんですけども、やは

りあの施設をつくったときの補助金の適化法

という法律がありまして、それの問題にひっ

かかるといったことで、それからの話は進ん

でおりません。ですから、補助金の適化法が

あともう少しすれば切れたというふうには考

えておりますので、そのときに、なおもう一

回話をする必要があるというふうには考えて

おります。 

 それと、現実問題として、今の沈殿池がか

き寄せ機等が故障して、そのまま放流すると

いうことは、現実上、ちょっと薄めて対応す

れば、揖保川流域の放流の水質基準に合致す

るんではなかろうかというふうには考えてお

ります。ですけども、それに対して事前にや

はり県の方と協議しながら対応せざるを得な

いだろうというふうにも考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 11番熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 希釈の度合いについては、

今少し薄めたらという話しありましたけど

も、以前からもう大丈夫であろうという話

で、それからもかなり下水道事業が普及して

おりますし、その辺は調査も必要ですけれど

も、問題ないんではないかなというふうに、

これまた調査していただきたいと思います。 

 それと、今適化法というお話しありました

けども、これ時期的に今までの補助の関係で

あるんかも分かりませんけども、これ予算、

金額的には物すごい大きなもんで、この辺も

前向きに県との交渉して、何らかの手を打つ

べきだと思うんですが、早く、その辺につい
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て町長、お考えはどうなんでしょうか。僕す

ぐにでもできるんじゃないかな、そういう法

律の絡みがあるのんで、その手続は必要かと

思いますけども、実情では問題ないんではな

いかなと思います。その辺についてのお考え

をお伺いします。説明求めます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） この問題は、以前から

もお聞きいたしておりますが、先ほど部長が

答弁しましたように、あの処理施設での補助

等々受けておりますので、すぐにということ

にはなりません。それともう一点は、たまた

ま私どもの施設、流入水量がだんだん落ち込

む中での対応でございまして、水質汚濁防止

法からずっと引き継いできまして運営を、処

理をさせていただいておりますが、最終的に

は私も揖保川流域の下水の流れ等々をにらみ

ながら、県の方に接続と、流域に接続という

ことでお願いをしないといけないと、このよ

うに思っておりますが、これも１つは隣のた

つの市等々の理解も深めていかなければなら

ないと、そうしたところも一応連携を図りな

がら、最終的にはそうした方法をとらざるを

得ないだろうと、このように思っておりま

す。おいおい県の方とも協議を重ねていきた

いと、このように思います。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今、この施設の問題では、

先ほども質疑があるとおりでございますけど

も、この修繕料で一応説明資料では触れてい

るものもあり、腐食も重なったりするってい

うようなことがありますけども、１つ排水、

流入管渠の床版補修っていうか、下阿曽のと

こあるんですよね。65万3,000円でしたか、

そういうものがここに上がっておるんですけ

ども、下阿曽の床版がいかれとうというのは

どこでいかれとうと。ここは、先ほどもあり

ますが、どの程度の排水をここからしよんか

いね。あっこは２社、３社か、もともとは。

どこで床版の修理が行われるんかという問題

と、先ほどの何回も言ってきて、私も尋ねん

なんと思ってることなんですが、県との折衝

ということと、それから前々処理の問題と前

処理場からの接続というのは、いずれにして

も町の責任が伴いますわね。町の施設を経由

ということになりますので。そしたらもう直

にそれぞれの責任において排水基準に従って

前々処理をして、それぞれの責任から流域下

水道の方に流していくと、これ当たり前の話

を、前処理を間引いてもええという、ほいで

昔からいえば、もうもともとのメッシュので

は対応できなくって、一番最初につくった高

度なものについてはすぐにだめになったと。

その後、水を入れてたたいて、脂肪分が重な

っておるものについては、いわゆる粉砕をし

ながら流さなあかなんだということと、それ

から当初からいえば、林田川の中にしがらみ

編んで、その中通しとってもどないもなかっ

たんやと。そのぐらいの施設というようなこ

とも言ってきているんですから、排水基準に

対応するんだったら、すぐにでも事を起こす

ことが大事でしょ。 

 それから、法律のことを言うんだったら、

太子町をだまして、それは何かといいます

と、同和対策事業特別措置法の10条に基づく

事業やと、こういうふうなことを県もその当

時から言ってきて、その後建設段階では一般

の公共下水やと言うてだましてきた。こうい

うことも整理をしていかなんだらあかんわけ

ですよね。補助金の適正化に関する法律の問

題だけではないと思うんです。そっちだけ言

わせるような問題ではない。もとからいえ

ば、そういう経過があるわけですから、すぐ

にでもそれこそ話をして対応すべきでないで

すか、違うんですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） まず最初に、

床版補修のことでございますけども、これは

導水管、新幹線より北にあります事業所から

の導水管で、新幹線をくぐった側道にありま

した、側道を縦断してました床版のふたが壊

れました。それによりまして、補修をしたも
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のでございます。 

 それと、この処理、排水の件でございます

けども、県との折衝ということで、県の方は

やはり先ほども言いましたように、法のもと

にということで言われとります。また、近隣

の市との問題もあるといったこともこの前は

話されてました。ですから、当時と、話しし

た方と現在とはまた変わってきております。

ですから、前処理事情に対しての認識がどれ

ほどあるか、現在はちょっと分かりませんけ

ども、今後また協議はしていきたいというふ

うには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや、この床版65万

3,000円というたら何でかけかえするんで

す。65万3,000円というたらかなりですよ。

新幹線の側道と、その新幹線の下をくぐっと

る、何ぼ壊れてどないなっとんか知らんけど

も。一遍、またこの後、きょう置いといてま

た見に行くけど、ほいで後から聞くけどや

ね、もう一度確認するけども、この上で導水

管を使って流している水というたら何ぼかい

ね。 

 それと、補助金適正化に関する法律の問題

と、それで近隣の町と相談すると言うて、た

つのと相談してみたってけたが違うんやで

ね。ほいでたつのも同じような水やさかい同

じようにしょうかと言ようことかいな。も

う、前処理場間引こかと、たつのも。それな

らたつのと一緒になって言えばいい。そやか

い、昭和49年から始めたやつやからね。だか

ら起債がもう償還終わるというときは、適正

化に関する法律の、この施設がいかれてもと

うし、当初の約束ほごにしとんやで、太子

も。どことも。ええがいいっとうへんのやも

ん、それだけの処理できてへんのや。適正化

に関する法律に触れとるわな、あんなもん。

その処理能力を申請しとったら。当初の仕事

しとうへんでしょ。もう当初あれにかかわっ

た者というたらそんなにはおらへん、役場で

も、今は長井君かな、その当初かかわったの

は。だから、当初のことをしっかり物言わん

とあかんわな。 

 先ほども同和対策事業特別措置法との絡み

も、太子はだまされたんやで。上級官庁はだ

ましてもええ、こっちはそれを守らなあか

ん。ほいで、守る時期ももう来てもとうです

わ。 

 それと、先ほど言うたように、たつのも同

じようにしょうかという話なんかどうかも説

明してください。それなら、たつのと一緒に

こないしましょということですけど、たつの

はまだそうはいかんでしょ。稼働の時期も違

うし、補修してきた経緯も違うし、量も違う

し、全然違いますわな。たつのの量と比較し

てみてください、太子の量と。どんだけ違い

ます。たつのが可能なんやったら太子はとお

に可能や。その辺のところもあわせて説明を

求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） そこの床版と

いいますか導水管といいますか水路へ流れて

おります量は、細かい数字は分かりませんけ

ども、たしか年間２万トン前後だと思いま

す。若干数字のぶれはあるかもしれませんけ

れども、約その程度はあるというふうに考え

ております。 

 それと、たつのとの協議の件でございます

けども、たつのに同意を求めたいと、太子町

だけが流してもいいか、同意を求めるための

協議をしたいというふうな趣旨でございまし

て、やはり前処理場、同じような施設を持っ

てる中で、太子だけというのはやはり県の方

も同様の小さい処理場について、まねされと

ることは嫌う傾向にありますので、そういっ

た意味の上での同意というふうなことで協議

したいというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

（「前々処理から直に流したって一緒

やないかい言うとるわけ」の声あり） 

 ああ、前々、事業所から直に流すといった

というふうなことでございますけども、それ

も現実上、いけるかもしれませんけども、今



－117－ 

の放流水質基準からいけば、まず現実的には

無理だろうと。 

 それと、前々処理、いわゆる事業所から直

に出す場合は、当然今のままでは当然無理で

すんで、薄めんことにはだめだと。となりま

すと、そういう施設がそういう事業所の方で

はないと。ですから、事業所の方では粗ご

み、シサ等の粗ごみを除去していただいて、

その残ったものについて前処理場で沈殿池等

を利用しながら水質基準に合うようにした上

で放流できたらいいなというふうには考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第４３号 平成１９年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第１号） 

○議長（北川嘉明） 日程第８、議案第43号

平成19年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと伺いますけども、

また決算なり料金なりのところでは伺うんで

すが、いわゆる貸借対照表に示す剰余金につ

いて、これは資本剰余金、利益剰余金、何の

ためにこれはあるんかいな、一つ一つきちっ

と説明をしてくれますか。目的と取り崩し、

ほいで今の、今だったら建設改良、ほいから

減債積み立てが一応あり、２億7,000万円余

りはありますということになるわけですけど

も、これらのことが何のために置いとる金

で、何の、どのときにどういうふうに処分す

るつもりで置いとったものか、この性格と使

い方について説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 今回の補正と

は直接関係ないんで、決算のときにお答え申

し上げたいというふうに考えとります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちゃうぞ、僕は２回目ちゃ

うぞ、これは、言うとくけど。 

 これ、きょうの補正予算に上がっとうやな

いかいな。建設改良費や皆上がっとうでし

ょ。補正予算やで。いやいや、だから、建設

改良費と建設改良積立金ちゅうのはあるわけ

や、剰余金。そやかい、決算と予算、予算、

トータルな問題で聞いて、資本的収入、支

出、それから収益的収入、支出、それぞれが

重なり合うてこれ決算するわけですよ、予算

も。だから、関係のないっちゅうのはもって

のほかなんやで、これは。だから、いつどう

いうときでもそういうものが聞かれて当たり

前なんや。そないな認識は困るわ。違います

か。関係がないなんて言われたら話にならん

やないか。水道事業やで。分かった。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 申しわけあり

ません。建設積立金という言葉がこっちには

どうも入ってなかったように思いましたの

で、ついつい決算のときにお話ししようかな

という気持ちでございました。申しわけあり

ませんでした。 

 それでは、補正予算の３条のとこにありま

す文章だと思います。これにつきまして、過

年度分、あ、皆さん資料が、18年度の水道事

業の決算書を見ていただければわかろうかな

と思いますけども、それの後ろから２枚目で

すか、33ページ、これに補てん財源明細書と

いうのがございます。ですから、３条の資本

的収支、資本的支出の不足する額7,225万

6,000円云々の言葉ですけども、その次の過

年度分損益勘定留保資金という文言が、今言

いました33ページの一番上にございます。こ

れは、ですからその下の当年度分で余った分
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が過年度の方に回ってくると。その内容とし

ましたら、その下にありますように減価償却

費、固定資産除却費、たな卸資産減耗費、繰

延勘定償却費等が当年度分と上がってきまし

て、これが右側で繰り越した分が過年度分に

上がってくるといったことで、これは資本的

収入及び支出の補てん財源となっておりま

す。 

 それと、建設改良費、建設改良積立金とい

うのも、ここの今言いました欄にはございま

す。下から５行目ぐらいですか。これについ

ては、今回の補正には直接関係ないんですけ

ども、これは建設改良費という資本的支出の

次のページの４ページでございますけども、

補正予算書の４ページでございますけども、

手当と法定福利費の差が1,000円で、これが

表に上がってきて、こういう説明になってる

といったことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 赤字やどうやというていろ

いろ言うとってやから、私は改めて、いわゆ

る減債積立金なり利益積立金は今ないけど

も、資本剰余金、いわゆる過年度未処分利益

剰余金、それから当年度の未処分利益剰余金

がそれぞれ当該年度、その後に繰り越された

りして使用されたりするんやけども、これら

は何のためにあって何のときにつぶすんかい

なというて言よるわけですわ。１円の問題も

そうやけど、これ全体としては水道事業の予

算というのは、１条、２条、３条、４条それ

ぞれ、また議会の議決を得ないと使えない金

とかあるんですけどね。そやけども現実には

金がないんではないと、こういうものがある

んやから。いわゆる一般企業で言う内部留保

や、うそも隠しもない。だから、そういうも

のを、ほいで今回でも１円、２円の関係はあ

りますけれども、補てん財源として先ほども

説明があったような過年度の損益勘定留保資

金で帳じりを合わすと、帳じりを合わす金が

ある間は動いとんやで、本当に。動いてない

んじゃない、動くんや。やから、それが現実

なんやから、その辺のところで聞いとんや。

これはいつどないしてんですかと。減債は何

のためにあるものですかと。 

 それから、建設改良はずうっと過去見てみ

ても、一定の額はそのままあるわけですよ

ね。経緯見たら分かると思いますけども、そ

の金が大きく食い込むようなことは少ないわ

けです。だから、それらのことを考えてみる

ときに、この予算の仕組みの皆さんに分かり

にくいところなんで、これをいつ使うんです

か、どないするんですかというて聞いとんで

す。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 皆さんお手持

ちの、今言いましたちょっと補正と変わるん

ですけども、決算書の33ページを再度見てい

ただけたらというふうに思います。 

 この中の過年度分損益勘定留保資金、それ

と当年度分といいますのは、これは先ほども

言いましたように、当年度分と繰り越した分

の過年度分という考え方でございます。 

 その下の積立金でございますけども、その

下の減債積立金と建設改良積立金というのが

ございます。減債積立金は、これは元金償還

時に使える積立金でございます。利子の償還

には使えない積立金でございます。それと、

16年度まででしたかな、15か16年度まで、利

益積立金がここに五百何万円ありました。そ

れもずっと収益的収支のときに赤字になって

きとりましたんで、それもつぶしておりま

す。 

 その下の建設改良積立金、これにつきまし

ては今後の資本的収支、いわゆる建設の方で

す、建設改良、建設の方に使います積立金で

ございます。ですから、今後、現在予定して

おります北配水池とか、将来も起こり得る吉

福の高度処理の費用にも充てるといったのが

このお金でございます。 

 その下の分については、その分、当年度未

処分利益剰余金、これは純粋な年度分の赤字
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だというふうな数字でございます。 

 ですから、ちょっと説明しにくいんですけ

ども、公営企業会計では資本的収支と収益的

収支、要は建設に使う分と維持管理的に使う

分というふうなお金がございます。ですけど

も、建設的な資本的収支の費用については、

基本的には補助金、もしくは起債ぐらいしか

収入は通常の場合はありません。ですから、

その入の方が絶対的に足らないのは資本的収

支、建設のときの費用でございます。それを

補てんするためにこういった資金が用意して

あると。これも逆の言い方すれば、施設の改

良時、ある程度年数がたって改良するとき

に、多額の費用がやはり要ってきます。こう

いったときに積み立てる、積み立てといいま

すか残していく、積み立てるといったこと

で、こういう処理の仕方、これは公営企業会

計のやり方でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第４４号 政治倫理の確 

       立のための町長の資産等の公 

       開に関する条例の一部を改正 

       する条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第９、議案第44号

政治倫理の確立のための町長の資産等の公開

に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第44号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第44号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第４５号 太子町水道 

        事業給水条例の一部を改正 

        する条例の制定について 

○議長（北川嘉明） 日程第10、議案第45号

太子町水道事業給水条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案については、９月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 15番橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、３点お聞きいた

します。 

 １月に改定する予定であると説明がありま

したが、何でも上がるのが４月ごろ、よく何

でも上がるようですので、４月にした方がよ

いと私は思うのですが、それについてと。 

 それから２点目、水道の滞納について、ど

の程度料金の納めてない人があるのか、どう

いう対応されるか。 

 それと３点目、下水道使用料も値上げをす

る予定なのか、３点お聞きをいたします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 行財政審議会

に出させていただいた資料、改定案の３－２

というのを多分以前にお配りさせていただい

てると思いますけども、１月改定が一般的で

はなく、４月が一般的ではないかというご質

問なんですけども、どういいますか、１月に

改定した上で、１月、２月、３月分の収益増

を考えております。といいますのが、大体１

カ月1,000万円強の収入増といったことか

ら、３カ月分で3,000万円強の収入増になる
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というふうに想定しております。ですから、

以前、多分お手許にあると思いますけども、

収益的収支の計算書というもんがありますけ

ども、これの資料によりますと、23年度に料

金、これの案で料金改定をしますと、23年度

にやっと黒字になると。それも730万円ほど

の黒字になる。これは、あくまで１月から改

定したという前提の資料でございます。です

から、今言いました3,000万円強の収入が減

りますと、ここの23年度の730万円の黒字が

必然的に赤字になるといったことから、どう

しても黒字になるときが後ろへずれ込みま

す。となりますと、余り長い間の収益的収支

の計算、財政計画というのもいかがなものか

ということで、23年度にはできたら黒字にし

たいといったことから、１月に改定したいと

いうことでございます。 

 それと、水道の滞納の件でございますけど

も、ちょっとここに資料がないんですけど

も、ちょっと手許に資料がないんで、申しわ

けないんですけども、滞納の対応についてで

すけども、これについてはできましたら委員

会で説明させていただきたいというふうに思

います。 

 それと、下水道の料金改定ということでご

ざいますけども、これにつきましては前回

17年度ですか、17年度に一部、大口利用者の

改定を行っております。そのときの行財政審

議会でも話がございましたが、18年度から供

用開始する区域があります。そこの説明会に

おいての料金値上げの話は一切しておりませ

ん。ですから、全員が、全区域がやはり３年

をめどに接続されるという前提のもとに、で

すから18年から３年以降に検討するといった

ふうなことで理解していただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 11番熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 １点、先日の副町長からの

説明の内容について、ちょっと確認したいと

思います。 

 この改定の表なんですが、基本料金として

10立方メートルまで900円、これはいいんで

すが、その後水量で、資料見ますと10立方メ

ートルを超え30立方メートルまでの分が

100円、このようになってますが、ちょっと

副町長の揚げ足取るわけじゃないんですが、

説明では11立方メートル以上という表現をさ

れました。この10立方メートルを超えと11立

方メートル以上とはちょっと意味が違うと思

うんです。例えば、10.5だったら、じゃあど

うなるのか。この資料でいきますと11なりま

すけども、副町長の説明では10になってしま

う。こういうことですので、これちょっと細

かい話ですけども、これ議事録にも載ります

し、その辺ちょっと私が聞き間違ってたら失

礼なんですけども、確認をしたいと思いま

す。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 10立方メートル超えという表現と11立方メ

ートル以上という表現の違いですけども、今

現在使用料は小数点以下切り捨てというよう

な状況になっとります。ですから、10トン超

えるということは、次は11トンに必然的にな

るということで、そういう意味で詳細説明の

ときには申し上げたということでございま

す。ですから、10立方メートル超えという

の、端数が出た場合には当然かなり違ってく

るんですけども、整数どめという格好の中

で、結果的には同じになってるというような

ことでご理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 11番熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 そうであれば、確かに現実

そのようでありますけど、そうであれば一言

コメントがないと、この資料をもった説明で

あると、議事録と中身が食い違ってきます。

後々問題もあるかと思いますので、ちょっと

訂正いただくか、そういう補足説明をいただ
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いたらいいんじゃないかなと思います。そう

いう端数のことについて。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 申しわけあり

ません。条例の表示といいますか明示と提案

説明及び詳細説明での表現と若干食い違って

おりました。申しわけありませんでした。

11トン以上といいますのも、整数どめの処理

の関係上、10立方メートル超えと同様のこと

でございますので、よろしくお願いいたした

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 また値上げなんですけれど

も、こういう会計になるということは、いつ

ごろ分かっておりましたですか。値上げせな

んだらもたんということは、いつごろ予測さ

れておったかお尋ねします。 

 うちの所管ですから、また詳しいことはや

りますけど。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 私も去年から

なんで、余り詳しい説明はできませんかもし

れませんけども、現実としまして２年ほど前

に赤字が続いてるという自覚は、自覚という

んですか、現実はありました。 

 その中で、大口利用者の方の水量の減及び

ＳＥＤの誘致ということで、その中で水道の

話も出ておりまして、かなりの水を利用され

るといったことで、そのときには持ち直すん

ではないかといった予測もしております。そ

ういった状況の中で、今年の１月、去年の

12月末ですか、ＳＥＤがこちらへ来なくなっ

たといったことから、急遽水道料金につきま

して検討した結果、今回のこういうな状況に

なったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 全くの失政やな。見込み違

い。会社で言うたら社長首や。そんな来るか

来んか分からんようなとらぬタヌキの皮算用

のような東芝当てにしとったらあっかいな。

ほいで、その金当てにしてクリプトのあれつ

くったんかい。ほんなもん、もともとあん

た、赤字会計になるということがやね、もう

少なくとも３年か４年には分かったはずやか

らな、東芝との関係と県水の関係考えたら。

ほしたら、十数億円もかけてクリプトのあん

なもんやってどないなるかぐらいのことは当

然だれでも予測できるんやから。私は何でや

ったんか思うたら、今やっと分かったんやけ

ど、東芝当て込んだなと。そんなふざけた話

ないよ。やっぱり懐へ入れてから使わな、金

は。委員会でやります。答弁要りませんわ。 

○議長（北川嘉明） よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は前回のときにも言い、

その前のときにも経過があるときには水は使

った者ほど多く払ってもらうのが当たり前と

いうことで言ってきたんですが、なかなかそ

れに応じてこなかったのが町なんです。これ

も赤字になって当たり前なんです。逓増方式

を採用するようにというて改定時には必ず言

ってきておるにもかかわらずやってこなかっ

た責任もとってもらわなあかんということ

と、それから特に今回改定しようとしてるわ

けですけども、最初の案から行財政審議会に

かけて、すぐにそれを取り下げて次の案を出

しましたわな。もうそういうことを言うてや

ろうということを承知で出して、行財政の当

初の案と議会の案というのがありますわね。

割合素直に聞きましたなあと。どういうこと

で聞いたったんか、私はそらそういう意味で

はそちらの賛成なんですけども、聞くのが当

たり前と思うんだけど、その辺のかけ方も伺

っときたいと思います。 

 それから、これまで一つの経営が厳しくな

る要因をつくったものとしては、再三本席で

も言ってきておりますように、管渠の布設が

え工事、特にこういう建設改良にもかかわる

工事なんですけども、工事請負費が水道に限
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っては特に指名競争入札でほとんど九十数％

の落札率になってるんです。その契約のもと

に行われとると。一部は競争があったとき

は、最低制限価格で一応はくじ引きしたりし

てるケースはありますけど、ほとんどない。

それほど高値落札をやらせて、その契約によ

る借金がかさんだということが１つだと思う

んです。 

 それから、先ほども出ておりました高度処

理、いわゆるクリプトスポリジウムの対策と

して、昨年稼働始めた14億円余りの総事業費

で行った膜ろ過、これもさきにも言いました

けれども、今年度からにすれば紫外線の照射

による処理もできたと、こういうことも含め

ますと、ここでもいわゆる施策を早めた結

果、大きな経費の無駄遣いをしとると、それ

が１つ。 

 それから、先ほどもございましたように、

工場用の上水で東芝の使用水量が減少したと

いうのはこれまでにある程度出てきておりま

すが、さらに新規事業で予定をしていた水需

要が見込めなくなったと、それが何ぼ見込め

なくなったんかと。それのための投資をどう

したかということもあわせて説明を求めま

す。 

 それから、一つの大きな要因にもなるわけ

ですが、兵庫県の県営水道から年間51万

1,000トンで8,160万円で購入すると。高い金

で購入して安く供給する、ここではもう必ず

価格差というのは出てくるわけですから、大

きな差が出るんです。だから、県営水道に対

する受水のあり方を見直させる。これ当たり

前の話なんですけど、地方公共団体がいわゆ

る自己決定、自己責任ということを再三おた

くらもおっしゃってるんですが、みずから決

めなきゃならないときが来てるわけですか

ら、また自立していかなんだらいけないと。

そういう中では背に腹はかえられないような

対応をしてこなかった。また、今もしようと

していない。それが一つの要因ではないか

と、要因になってますね。 

 それから、先ほど少しありましたが、徴収

すべきいわゆる料金が徴収をされていない。

これはインターパレスのこともありますけれ

ども、17年、18年の不納欠損が161万円ある

わけです。これはもう怠慢によるもの、真剣

さの足りないものの結果だと。これも一つの

要因だと思うんです。 

 これらのこととあわせて、先ほどもちょっ

と補正予算で伺ったような、企業会計そのも

のでちょっと見てみますと、例えば減債積立

金一つをとってみても、12年度の決算では

11億4,900万円、建設改良積立金はもう何が

あろうとこれは使わないということで２億

6,208万5,000円はそのままですね、ずっと。

経過見てもらったら分かりますけど。減債も

１億5,000万円はほとんど一緒です。ほん

で、何で元金償還のときに使うんですという

て今あえて説明を求めたけれども、元金償還

なかったかいね、これまで。全体の起債の中

で。それらもしっかり整理をしていくことに

よって、ほいでまたこれ留保資金ですから、

それに見合って会計は賄えてきているわけ

で、今あえて引き上げる必要はないと、こう

いうふうに私は思うんです。その点につい

て、説明を求めたいと思います。 

 それから、県営水道、いわゆる企業庁はま

だおまけにペナルティーを科そうとするよう

なことを今時県会に条例の見直し提案を行っ

ているように思うんです。これは、資源も何

ぼでも、経営のためには背に腹はかえられん

て県は言うとるように見えます。使ってると

ころについては恩恵を与えるけれども、使っ

てないところについてはペナルティーを科す

と、そういうことをやろうとしてますわね。

それらはみんなこの中に織り込み済みです

か。もう経過はずっとこれあるんだと思うん

ですが、県はどうやら６月ごろから関係のと

こにも言うとるような資料がありますけど。

だから、織り込み済みで、この数字もいろい

ろ書いてあるけれども、結局はすぐに安定し

た経営をやろうとする、そのために動力費も

３％の伸びとか薬品費は15％上がるとかええ

かげんやと思うんです。何でこういう数字を
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上げて引き上げようとするのか。余り数字は

そういうふうに使ったらいけないものだと思

うんです。だから、そこらもぴちっと説明し

てください。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、行財政審議会に当初出された案と２

回目の案とで、基本的には答申いただいたの

は２番目の案ということになっとりますけど

も、これにつきましては２回目の審議会のと

きに大勢の意見として、別の計算の仕方を出

してほしいということがございましたので、

今現在の案ということで計算し直して出させ

ていただいとります。 

 それと、高度処理、老原の浄水場のことで

ございますけども、これにつきましては今年

度19年度まで待っておれば、今現在、何とか

という、今19年度から認可になりました工法

でいけるんではないかという話でございます

けども、14年度に水道の事業認可の拡張の第

４次でしたか、それの拡張の認可変更申請を

行っとります。それに基づきまして、老原の

水源地の膜処理を準備しております。ですか

ら、いつがよかったか、現在19年度にそうい

う紫外線での浄化法が認可されましたけど

も、これはあくまで現在できた時点で言える

ことで、やはり10年度ぐらいから指標菌、ク

リプトに関する指標菌が出ておりましたの

で、やはり水道事業を経営する中で、水とい

うのは非常に大切なことなんで、やはりそう

いう膜処理もしくは緩速ろ過、急速ろ過、そ

の３種の方向の中から検討して速やかに対応

していくといったのは、やはり安心安全の水

を供給する立場からぜひとも必要ではないか

といったことの中で対応いたしております。 

 それから、ＳＥＤの件でございますけど

も、これにつきましてはたしか18年度当初で

したかね、ちょっと年月ははっきり覚えてな

いんですけども、そのころから急遽話が出た

んではないかと。それで、18年の夏ごろにた

しか水量の話を２回ほどしたように記憶がご

ざいます。その中で、それまでに水道料金の

問題でいろいろ検討しておったわけですけど

も、やはりそれの結論が出ることによって検

討もしやすい、収支計画もしやすいといった

中で今年の１月の結果になってしまったとい

うことで、今回こういう形で提出させていた

だいとります。 

 ですから、それと県水でございますけど

も、県水の今さっき言われてました会計が来

年度から料金体系が若干変わるといったよう

なことで、これの収益的収支の計算の中に入

っているのかということでございますけど

も、そこまで詳しくはちょっと私も見ており

ませんけども、多分入ってないというふうに

考えとります。 

 それと、積立金の関係でございますけど

も、積立金ですけども、過去には、建設改良

積立金は過去に、平成４年、平成５年と使っ

ております。それと、減債積立金でございま

すけども、減債積立金は昭和62年に使ってお

ります。ですけども、今後まだそういう老朽

した施設がございますので、やはりこれがこ

ういう積立金ないし留保資金がないと、すべ

て起債を借らなければならないといったふう

なことから、やはりこういう内部留保といい

ますか積立金が必要というふうに判断いたし

ております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） まだある。 

 契約が厳しいから要因の一つじゃないか言

うたん。 

○経済建設部長（冨岡慎一） あ、済みませ

ん。下水の布設がえの工事の高値の落札の関

係でございますけども、これにつきましては

私も中身を詳しく見ておりませんので、何と

も言えませんけども、これが水道料金に影響

は、言われるんであればそうかもしれません

が、現実といたしましたら、下水道の方から

他会計負担金として補償金が出ております。

ですから、１億円、２億円の工事しながら

も、起債は数千万円といったことの中で、水

道会計としたら、非常に楽、非常にといいま
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すかかなり楽といったような現実ではないか

というふうには考えとります。 

○議長（北川嘉明） 不納欠損。 

 未収金。不納欠損。県水……。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 県水の受水の

あり方でございますけども、これにつきまし

ては去年の８月ですけども、協定が今年度末

に、来年度早々に協定が変わるということ

で、かなりしつこく水量アップ、使用量アッ

プの交渉というんですか、話が来ておりまし

た。しかし、現実としましたら、それだけの

必要性がないんで、逆に下げてほしいという

話をしたわけなんですけども、それには現実

としたら応じてもらえず、またこちらもそん

な中で水量アップに対しては応じてないとい

ったことが現状でございます。 

 それと、未収金、不納金でございますけど

も、これは先ほども言いましたんですが、ち

ょっと手許に資料がございませんので、今す

ぐどうということはちょっとご容赦願いたい

ということで、委員会の方で説明させていた

だきたいというふうに考えとります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと最初にもう一回、

それはそれで聞きますけど、今現行の、ちょ

っと所長にはちょっと言うたんやけど、予

算、決算のときに家事用10立方メートル

700円の超過料80円ですが、家事用の口数と

か、それから業務用の口数、工場用の口数、

これ口数によって決まるということはもう当

然のことなんで、口数で工場用がどないやこ

ないだ聞いたら、３つ東芝へ入っとんです

わ、もともと。３本、３口や。ほいで、３口

で300立方メートルの２万1,000円の一口一口

別々に計算すんです。今１口はとまっとる

と、何でとまっとんかよう分からんけど。そ

れが大口の水需要に影響したもんなんかどう

かはちょっと説明は聞いとらんから分からん

けど、１口、１本はとまっとると言いました

わ。それがどういうことなんかは説明、それ

とこれと絡むところを説明してほしいと思う

んですが。 

 工場用は３本で３口ですからよう分かっと

んやけど、業務用が何ぼで家事用が何ぼでと

いうのは、一体それぞれ何口ずつ、そやかい

基本的には超過量までの基本料金に絡むとこ

ろが１件当たり何ぼというて口数と700円掛

けたり、口数と1,050円を掛け、そして超過

した分をまた重量で計算するわけですから、

口数をこの際説明いただくのと、今度改定し

ようとしている900円、10立方メートル未満

までです、今さっきありました10立方メート

ルまでの口数、それから10立方メートルから

30立方メートルまでの使用口数、30立方メー

トルから50立方メートルまでの使用口数、

50立方メートルから80立方メートルまでの口

数、それぞれ80立方メートル超えは何口とい

うふうにこれが予定をしとるんか。ほいで、

現状は先の現行で説明いただいて、改定しよ

うとする料金についてはこういうふうになり

ますという説明を、最初に言っておきます

が、その説明を最初にしてください。 

 それから、先ほど言いましたのは、いわゆ

る上水道管を布設を行うというときの建設工

事が、いわゆる工事がありますね。その工事

請負は経営に全部かかわっておるわけです

わ。だから、それが高値落札になって、ほん

で九十数％でみんなほとんどだと。ほいで、

中には特定建設業と一般建設業、先にも聞き

ましたけども、投げてはいけないものを投げ

とるような、丸投げというんですよ。丸投げ

のことはここではっきり言いましたから、何

回か言うとるわけですから。そういうような

ことをさせても契約をしてきたところ、その

ために全体としての資金繰りがしにくくなっ

たと、それも影響しとりましょうというて言

うたんや。何ぼ影響しとんかと聞きたい。 

 それから、クリプトスポリジウムについて

も皆覚えとってのように１年ずらしたんで

す。１年ずらしたら２年ずらしてもええんち

ゃうかというて私ここで言ったんです。それ

ほどのものですから、今年度になっとったっ

て差し支えはないと。ただ、いわゆる先にも
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説明がありましたように、この事業計画認可

変更のときに、４次の変更のときにそれも入

れとりましたと。そやけど、それは全体です

やん４次変更も。だから、それをいつやるか

という問題は整理はつけようと思うたらつ

く、１年ずらしたんだから。そういう点で言

っとります。だから、結局選択は誤ると高い

買い物をすることになると。それが、経営上

にも支障を来すということになってるという

ことを言ってるんです。 

 それから、東芝の水量、これは１つは工

水、いわゆる揖保川第２というやつですわ。

14円30銭の、揖保川第１は４円30銭やけど

も、非常に安い。ほいで、揖保川第２は14円

30銭ということになるわけですけども、この

揖保川第２から東芝に供給をすると、こうい

うふうになっていっきょるときに、必ず工水

が入りますと上水の使用を制限しますよと、

こういうことを言い、そして県がどない言う

とうかと言うたら、いわゆる建設コスト的な

ものは見てもらわな困るんやと、もともとの

固定費は見てもらわな困るんやと言うた。ほ

たら、東芝のことも私は言うたんです、前か

ら。必要な場合は、やっぱり一定の大企業と

しての社会的な責任からも、基本料できちっ

としとったら案外とそれが固定費的なものを

負担をいただくような形になる。だけど、料

金を増やしていきますと、先ほど言いました

ように揖保川第２の水を結局多くとって、上

水を制限する、したくなりますわ、当たり前

やん、経営者というたら。だから、それもこ

こで前のときにも言いました。だけど、そう

いう問題点も今日あるわけで、そのこともあ

るわけですが、ほんまに予定しておった水需

要がどれだけ減ったんやと。これ全然今明ら

かにされてませんわね。ＳＥＤの問題で、帳

じりが合うかなあとは言うてるけれども、何

ぼを見越して次の拡張工事、あの立岡山上げ

たのも東芝のために上げたみたいなもんです

よ、南配水池、第２次やから。そういう説明

でした、当初から。だから、そういうような

ことを含めて見たときに、町が東芝のために

いろいろやってきたことあるわけですから、

だから今度の場合も水需要を何ぼ踏んだかに

よっても違うてくる。それに対しての取り扱

い、直通の公費の問題もあります。 

 それから、県営水道については、先ほども

言いましたように、固定費を云々言うてるわ

けですが、水を使う、使わないは、関係自治

体の自己責任なんです。だから、その人口動

態の見込み違い分まで、当初は太子町には供

給してなかったんやからね、神谷ダムなんか

をやり始めたときは。その後ですやん。県も

そのときはやってないんやで。だから、そう

いうようなことを含めて、県が押しつけてく

ることについてもお断りをすると。今回また

引き上げようとするのもお断りをするという

ことと、東芝の水が少なくなればなるだけ一

般家事用等に使える水源対策みたいなもんで

すわ、一方で、町は。だから、先ほど答弁が

あったように、もう要らんから極力減らして

くれ言うたけど、そういうふうには認めてく

れなんだというようなことなんですが、やは

り県営水道の受けて、51万1,000トンという

たら大きなお金、8,000万円超えるような金

払いようわけやから、そらもう大変なことに

なって当たり前なんで、これはお断りしてい

くような姿勢に立たないと、より一層厳しい

ものを住民に押しつけよんと一緒です。そや

かいに、その辺も経営が厳しい一つの要因で

しょっていうて聞いたん。だから、徴収すべ

き料金も徴収せんと欠損金を出しとるじゃな

いですかと。この点も経営が厳しくなる要因

でしょうというて言うたんです。これは、今

資料がないから委員会で説明させてくれとい

うのは、そらやむを得んと。しかし、ほかの

ことについては、きちっと説明ができるわ

け。 

 それと、内部留保資金が、先ほども62年に

使いましたというようなことなんですけど

も、何ですかな。ほんまに先ほど、何で先ほ

ど聞いたか、減債元金の償還のときに崩すん

ですと言うたんでしょ。それ以外には利子で

はつぶしまへんねやと。ちゃうで、これ。全
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部、いろいろ減債っちゅうのはそういう意味

では元金をつぶすときには当然なんですけど

も、高い利子で借りとる分もあるわけですか

ら、これらも経営で圧迫するんやで。今の利

子と計算し直したらどうなりますかね。現状

借り入れを起こすということになったときに

どうなるかということも含めて、きちっと経

営に責任を持っとったらこういうことにはな

らんだろうと、こういうふうに思いますの

と、建設改良もここもう10年近くも２億

6,208万5,000円ずっと一緒ちゃいますかな。

多分、そんなに動きもせんし、してますや

ろ、いや減債積立金もそない動いてませんの

やで。だから、私が聞いとんのは、何でこれ

置いとんかいなと、内部留保資金でこうなっ

とう、ほいで聞いてるわけです。これらはゆ

とりが現実にあるし、51億円余りは資本剰余

金全体としては決算あるわけですからね。だ

から、そういう点で、もっと真剣に水道事業

経営を行ってもらわなんだら、住民に負担転

嫁はしてもらったら困る。その点、再度説明

してください。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） たくさんあり

ますんで、また抜けてましたらちょっとご指

摘願いたいと思います。 

 まず、口数、家事用、業務用、大口と、口

数の件でございますけども、数で言いますと

ちょっと分からないんですけども。 

（桜井公晴議員「現行の家事用何口て

聞いとんやで」の声あり） 

 それは、ちょっと手許に資料がないんで。 

（「休憩、休憩。資料がない、資料が

ない言うて」の声あり） 

○議長（北川嘉明） この際――いいです

か、続けてください、続けてください。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 ちょっと資料が古いんですけども、18年。 

（「おかしいやん」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 静かにしてください。 

 続けてください。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 家事用でござ

います。この18年４月と５月の検針の家事用

分です。４月分は5,256、５月分が5,603。で

すから、これの数字がまた出入りがあって、

変更する可能性はございます。それと業務

用、これも18年４月と５月でございます。こ

れも毎月検針があるかもしれませんけども、

一応業務用として18年４月に検針しとります

分と５月分の検針数をお知らせいたします。 

 ４月分としまして378口、件数、５月分と

しまして351、これは今言いましたように、

休んでる、休んでるというか閉栓になってる

分もありますし、毎月検針もあろうかと思い

ます。ですから、純粋に１件戸数という判定

はちょっと違いますので、それだけ申し添え

ておきます。 

 それと大口でございますけども、私が聞い

ておりますのは、今現在１口、北からです

か、とまってるというふうに聞いておりま

す。それとメーターは２つ工場へは入ってお

りますが、口としては１口扱いというふうに

は聞いておるんですけども。 

（「それは違うわ、おかしい」の声あ

り） 

 その辺はそれで確認して、またご返事させ

ていただきたいと。委員会でご返事させてい

ただきたいと。 

 今現在２個です。 

 それと、今後の予定の10トンまで、30トン

までという口数については、これは手許に

も、担当者が持ってるかどうかちょっと分か

りませんけども、私の手許には届いておりま

せん。 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ですから、私

の手許には届いてないということで、また帰

りまして持っておれば、委員会の方で提出さ

せていただきたいというふうには考えとりま

す。 

 それと、工事の件でございますけども、こ

の件につきましては先ほどもちょっと言いま

したように、どの辺の率でとってるのかとい
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うことも分かりませんし、妥当な金額という

のも私はちょっと分かりません。ですから、

これが少なくとも高いんであれば、それはそ

れなりの影響を与えてるだろうということは

想定できます。しかし、幾ら影響を与えてる

のかということは、もともとの適正な価格と

いいますか、高いという差の範囲が分かりま

せんので、私の方からは何とも言うことでは

ございません。 

 それと、１年老原水源地の完成をずらした

ということでございますけども、これは多分

ご存じやろう思いますけども、用地の関係

で、どうしても、小作だったと思うんですけ

ども、それの関係で取得が遅れたということ

で、15年度から着手しておりましたんですけ

ども、16年度末を目標にしておりましたんで

すけども、その分が遅れてきたと。本来であ

れば、16年度末に完成していたんではないか

というふうには考えとります。 

 それから、東芝の料金を基本料、固定費と

して考えてはどうかということでございます

が、これは私も考えんわけではないんですけ

ども、やはりこれは過去からこういうふうな

形で、そんな以前にも話があったかと思うん

ですけども、今の状態でいかざるを得ないん

じゃないかというふうには考えとります。 

 それと、ＳＥＤの予測でございますけど

も、これは将来最大、日に3,000トンという

ような数字が出されております。ですから、

これで試算してましたら、ざっと9,000万円

前後の収入増になるんではないかというふう

に考えておりました。ですから、何とか持ち

こたえてくるんではないかと、そのときに試

算再度し直したらいいんではないかというふ

うには考えとりました。 

 それとＳＥＤが、先ほども言いましたんで

すけども、多分18年度当初、春ごろに出てき

て、そういう話が出てきたんではないかとい

うことと、水量の打ち合わせができましたの

が夏ごろだったというふうに覚えておりま

す。 

 それと、県水の水量の影響が多くあると。

これは確かに見ていただければ影響は多少あ

るというふうには考えております。しかしな

がら、当時の資料を見てみますと、当時の総

配水量が、平成に入りましてから総配水量が

600万トン超えております。ですから、この

時点では水源が若干不足ぎみではなかったか

というふうに読めます。ですから、県水に入

るべく申し込んで、やはり水源がやはり足り

ないというふうな状況の中では県水をとらざ

るを得ないだろうというふうには思います。

それがそのまま現在も来ているわけなんです

けども、当時やはり一番総配水量が多かった

のは平成４年の640万トン超えております。

それから大体平成15年ごろまで600万トン超

えております。ですから、やはり当時とすれ

ば自己水源もちょっと怖いんではないかとい

った状況の中から、県水もやはり安定した水

を供給するために必要という判断の中でとら

れていたと、受水していたというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 減債基金と積立金の話

は。 

○経済建設部長（冨岡慎一） あ、積立金の

話。申しわけありません。 

 積立金のこれまで余り使ってないというふ

うなことでございますけども、これまでのど

ういいますか、損益勘定留保資金の問題もあ

ります。これの繰越分、当年度分という問題

もございます。そういった中で、これまでや

ってきたのではないかと。ですから、積立

金、建設改良積立金は別の形として動かすこ

とができないんで投資もしやすいといった中

でこれまで過年度分損益勘定留保資金と当年

度分損益勘定留保資金で賄えるんであればと

いうことで、多分減債積立金及び建設改良積

立金は使ってないんではないかというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 何で、担当者のところにそ

んな疑問は全く起きなかったんですかね。現
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状、現行料金と改めて料金を設定する。23年

までを見越して、23年度には実質黒字を確保

すると。この中では水需要予測は0.38％を見

込むと。0.38％はどっから出してきたんか

ね、0.38。それから、人件費は同じで、８名

でかなり高い給与で計算しとると。それか

ら、動力費も３％伸びるんやと。だから、薬

品費も３年ごとに単価15％上がるんやて、ど

っから計算したんじゃいなというのは言うた

でしょ、先にも。それは答えなかったんや。 

 ほいから、受水費は一応18年度と同量とす

ると。断らへなんだら同量になってまうが

な。ほいで、減価償却は定額法でやると。そ

の他の費用は想定分を算定というて。想定分

を算定というて何じゃと。余りな形で値上げ

をしようとしとるから言よんですわ。それ

で、改定後の水量も10立方メートルまでが

900円の口数はどのぐらいを見込み、10立方

メートルからそれぞれ逓増になっていくも

の、どれほど見込んどんかということがなか

ったら、計算も何もできへんでしょ。ほい

で、どこに水需要が多く来ると見込んどるん

かによるんや。だから、そこが基礎になるよ

うなことが、ほいで0.38％は見込んどります

というて、何をどっからとってった数字やい

なというようなことがあるから聞いとんで

す。それは、当然説明してもらわな困るわけ

です。 

 それから、契約に係ることが今の経営に影

響したかどうかというたら、そら高かったら

影響すらいな。安くいっとったらそんだけ違

うんやから。当たり前の話を言よんや。高値

落札になっとんやから。何回も言うてきとう

し、うそも隠しも言やへん、ここで言うてる

ことやから。それが影響したでしょと言うた

ら、そうです言うたらええんや。そうでしょ

うが。違ってないだろう。私はそう思う。 

 それから、クリプトも15、16の問題違う、

１年ずらせたら、こういう代物やから今出て

へんねや。だから、１年ずらせるんやった

ら、次でもよろしいやないかというて来たん

や。そういうことを言うたんですよ。ずらし

とったら、紫外線照射もできるんや言うとん

や。15年、16年の問題言うてんちゃうんや。

そらそのときそうしなかったらどうにもなら

んということではないと。私はそう思うとん

です。高いものつくったら、それはツケが回

るということを言うとんです。 

 それで、東芝の工水が何ぼ入っとんかとい

うのも計算せなんだあかんのやで。水需要に

大きく影響すんやから。今言うたように、

14円30銭の水が入るんやから。ほいで、一方

で85円の水を買うたんでは間尺に合わんとこ

があるんです。だから、それと地下水も、こ

こも相当まだ揚水しとんや。当たり前のこっ

ちゃ。安い水の方がええんや。投資した水使

うんや。これもう普通のことなんや。それ

は、前のときも言いました。だから、工水が

入ると、上水に影響しますよと。もう地下水

も枯渇始めとうから、深井戸しかくみ上げら

れへんと、こういうような問題も出てきとっ

たんで、しかし全体としてはトリクロロエチ

レンの、くみ上げてくみ上げて浄化せなあか

ん物質の性格上、やっぱりくみ上げて空気に

触れさせてなくしていくという上からもくみ

上げろと私は言いました。しかし、これも水

需要に影響するんですわ、大口と言われると

ころの。だから、そういう問題があるので、

今見込んどったのは3,000トンだというふう

に言われてますけども、本当に工水と地下水

をさらにくみ上げよると、これも見込みがそ

うはいかんということになったわけです。だ

から、その辺はしっかりと県が我々に言うと

るんと同じことをやっとらなんだら、ここが

違うたら大きく違うということを私は言よん

ですわ。その辺のところが大企業は一遍やっ

ぱりそういうお互いに責任を持ってくれるよ

うにするべきでないかと。使用量に従った料

金をいただきますよという話をすべきことや

と私は思うと。 

 言うてることが分かってもらわないと、答

弁がとんちんかんなるさかいに、言よること

をよう分かってもらわなあかん。それが、１

つは影響してくるものを見込んどったかとい
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うことになるんで、水需要予測もそれになっ

てくるんや。だけど、明らかに今3,000トン

はパアになったということであり、工水の使

用量が増えれば増えるほどまたそういう問題

あるんです。だから、工水は今どれだけ使い

よんかというのも承知した上でないと水需要

予測は立てられへん。ほいで、地下水をこれ

から何ぼくみ上げる予定かということを調査

しないと予測は立てられへん。コストに係る

こっちゃでね、東芝側からしたら。どちら向

いたって。どこともみんな生活のコストにな

るし、企業はいわゆる原価に係ってくること

ですから、やっぱり真剣になるっていうのは

当たり前のことなんで、その辺のところは押

さえとんかということ。それも今回の見込み

違いで影響してきとるというて聞いたんや。

影響してないことではない。見込み違うてま

したというのは影響してんねん、経営に。そ

やから、それはそうです言うたらええんや。

私は聞いたとおり、それも影響してますやろ

というて答えとったら、私２回も３回も立た

んでもええんや。 

 それから、減債も建設改良も当初に聞きま

したように、これはやっぱり留保資金やから

ね、留保資金は目的に使うんや。ほいで、そ

れまでに損益勘定留保資金なんかで過年度、

現年度、そらもうけとったからや、余りに

も。こなせたからや。そやけど、これもやっ

ぱり必要なときには使うということになっと

うやつや。だから、最初に聞いた。ほいで、

まだこれありますよと。ほいで、現年度も生

んでくるわけや。それで、毎年決算していく

わけやから、損益勘定留保資金でも損益勘定

でも出てくるし、資本剰余金としても出てく

るわけです。それらは相殺しながら経営をす

るんやがね。置いとくだけが能やないし、ま

た必要なときには取り崩すという姿勢があっ

ていいん。 

 ほいで、金利の問題もありますわね、企業

債。いつ借りたものがどうなってるかによっ

て、今返済して今借りるということも必要な

んやけど、それのこともやらないと、経営上

はあかんのですよ。そこらを含めて説明をし

ていただきたいと。 

 県水ははっきり物言わないと、今度ひどい

ことやで、これ何ぼでもペナルティー科した

ろかというようなことになっとんやでね。福

崎と太子町が一番大きく上げられる口やが

な。だから、自治体は独立しとんやから、ち

ゃんと物言わな。 

 ほいで、水源が足りなかったんと違うかと

おっしゃるけれども、新たな水源を掘ること

を、掘ったり調達することを、調査をしたり

することは、県がブレーキかけたんやで。こ

の本席でも何回もその論議ありましたやろ、

新たな水源確保と。ほいで、水はどんどん使

えと言わん。こちらの水をあんたら使わんか

いというて規制をかましたんや、県が。だか

ら、そんなこと許されへんのや、独立しとん

や、それぞれ。要らんときは要らんのや。 

 だから、そういう今の六十何ぼやったかい

な。協定時には水が不足ぎみでしたよと。

62年かいね。そういう不足ぎみのときもあり

ましたというような、あ、平成４年の640万

トン、10年の600万トン超えやから、不足ぎ

みだったんと違いますかとおっしゃいまし

た。しかし、そういうときにも何回も何回も

水源対策言ってるわけや。 

 太子の水は何で安いかというたら、くみ上

げて滅菌して送っとんや。よろしいがな。皆

さんには非常にえん。だから、そういう面で

言えば、暮らしにも貢献してきた水やから、

やっぱり同じように低廉で安心して飲めるも

のを安定的に供給すると。これは水道事業と

して当たり前のことなんで、それらをやって

いくということについての問題と、企業経営

としては何ら、余りしんどい目でのうて何と

かなるような会計でっしゃないかと、上げる

必要もないなと言うとんですけど、いかがで

すか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私の方から３点ばかり

回答をしたいと思います。 

 まず、東芝の工水と使用水の関係でござい
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ますが、今東芝さんは余部のところから工水

の送水管は引いていらっしゃいますが、この

水はそのままでは使えないと、水処理をしな

いと使用ができないということで、我々太子

町の上水を工業用水としてご使用になってい

らっしゃるところでございまして、今東芝さ

んが今回のＳＥＤの関係でも、もし来るとい

うところで話をさせていただいたときも、町

の上水を使用するという話で進めておったと

ころでございまして、そうした関係上、そう

した動向がございましたもので、とことんこ

の料金改定には辛抱していこうというところ

で今時ご無理をお願いしております。工水の

関係はそういうことでございますので、当初

から工水の使用というのはないということ

で、私どもは話を進めておったところでござ

います。 

 それから、クリプトの対策の関係です。こ

の件につきましても、何度もこの席上で報告

させていただいておりますが、私は早い遅い

の関係じゃなくして、よくクリプトのクリプ

ト菌が検出されなかったなと、逆によかった

なというふうに思っております。いつもここ

の席上でも言わせていただいておりますが、

その前提としての指標菌が数年検出もされて

おりました関係上、老原地先でこの対策工事

を完成させたというところでございますの

で、その点はご理解お願いしたいと思いま

す。 

 それから、県水の関係でございますが、こ

の件につきましては、私も当初からかかわっ

ておりません。詳細には分かりませんが、私

の聞き及んでおるところによりますと、たし

か神谷ダムの建設、神谷、神谷と書いてこた

にと呼びますね。そのダムの建設に投資とい

いますか、姫路市さんもその当時は水が不足

しておったということで、姫路市さんからの

要請も多分にあったと。そこに我々太子町も

加入、水が不足するというところで加入をし

たという経緯だということを聞いておりま

す。その中で、やはりある程度の投資的費

用、そうしたものは責任水量として分配され

たということで、現在に至ってると。 

 しかし、私どもも、今おっしゃってますよ

うに、地下水対応をさせていただいており、

今のところは我々町内の水源で十分確保でき

ておりますので、値上げについては極力、ど

ういいますか、今まではすべてお断りをして

きたところでございますが、そうした経過も

ございます。責任水量の取水を果たしてない

というところでの話だろうと思います。ま

た、最終的にはそうした話があるんではない

かと、このように思いますが、逆に先ほど議

員ご指摘のように、地下水の水源確保、どこ

にでもそれができるかというと、県の許可が

今のところおりません。そうした制限が加え

られておりますので、地下水源を掘削すると

いうことは現在では無理だというところでご

ざいますので、その点ご理解をお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、ま

だ残っておりました分についてお答えいたし

ます。 

 まず、ここの収益的収支計算書の中の分析

といいますか説明でございますけども、まず

給水収益につきましては、水道料金改定案の

当初に出させてもらいました分に載っており

まして、実績によります0.38％の伸びという

ふうになっております。 

 それと、次の…… 

（桜井公晴議員「0.38％の根拠なって

いる基礎的数字を言ってくれと言うと

んやで。0.38とは書いてある」の声あ

り） 

 ですから、過去の実績値からの予測でござ

います。 

（桜井公晴議員「実績値やったら、新

しい料金体系になっても、実績値に当

てはめていってこないなりますという

料金が出てくるわけやな、経営上の収

益的収支にかかわる」の声あり） 

○議長（北川嘉明） もうやりとりよろしい
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から。委員会であと細かい詰め…… 

（桜井公晴議員「いや、委員会じゃな

い。今聞っきょんや、私は。それで、

それに何ぼ見込んどんか。そら答えて

もらわな困る、ほんまに」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ですから、口

数につきましては、委員会の方で提出させて

いただきたいと。 

 それと、今言いましたように、給水需要の

予測としまして、過去の実績等から0.38％程

度というふうに読んでおります。 

 それと、人件費につきましてはそのままで

ございますが、その他の営業収益ということ

で、その中には材料売却収益、手数料、他会

計負担金、加入金、雑収益等がございます。

基本的には、余り変更はないんでございます

けども、材料収益も基本的には19年度と同等

というふうに考えております。 

 その中で、他会計の負担金、これは下水道

の事務委託、これにつきましては今後も伸び

ていくと、下水道の接続から検針手数料等が

伸びていくということで、増えてきておりま

す。それでもって、加入金も19年から同じ金

額ということで想定させていただいておりま

す。ですから、他会計からの負担金の変更と

いうことで記載させていただいておりますと

おりの金額となっております。 

 それと費用の方でございますけども、人件

費につきましては書いてありますとおり、そ

のままでございます。 

 それから、動力費でございますけども、

18年度実績を基準に各年度３％増というふう

に見込んでおります。そういうことで計算い

たしております。 

 それと、薬品費でございますけども、薬品

費につきましては、３年ごとに５円の値上げ

を見込んだ中で計算いたしております。 

（「５円」の声あり） 

 ３年ごとに５円ですから、どういいます

か、基準がちょっと、基準の数量がちょっと

あれなんですけども。 

 薬品費。薬品費ですけども、要は薬品費の

ちょっとパックだと思うんですけども、パッ

クの値段が上がるということで、３年ごとに

５円値上げということで予測いたしておりま

す。 

 それと、委託料でございますが、委託料に

つきましては過去の実績に0.4％増を見込ん

でおります。その中で18年度の実績値が低い

ため、17年度の実績値を採用といたしており

ます。 

 それと、その他の費用でございますけど

も、その他の費用につきましては過去の実

績、18年度実績を基準に３％の増を見込んで

おります。その中で18年度には繰り延べ勘定

償却という数字がございましたので、これを

抜きまして、３％増という形で見込ませてい

ただいております。 

 それと、減価償却はやはり収益的収支の右

の欄にありますとおり北配水池の建設、償却

に伴います分と吉福水源地でのクリプト対策

のための高度浄化、高度処理の関係の費用を

予定いたしております。 

 以上でございます。 

 済んません。 

 積立金の件でございますけども、これちょ

っと思い出したんですけども、これの補てん

財源としてのつぶし方でございますけども、

まず上の方の留保資金を先使いなさいという

ふうな決めはどうもあるようで、ですから必

然的に下の方に残ってくると。 

 ということで、どうもそういうことでござ

います。ちょっと今思い出しましたので。 

 それと、企業債でございますけども、企業

債につきましては基本的に国等の許可がなけ

れば繰上償還はできないということになって

おります。ですから、特別のことが生じれ

ば、これでもって元金償還のときに使えると

いったふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

（嶋澤達也議員「手挙げてますねんや

けど、議長」の声あり） 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 いろいろと質問されてまし

たけど、どうも私では理解ができませんの

で、まず１番にお尋ねすることは、累積赤字

が４年間の赤字が続いたということで１億

3,000万円に達していると。４年間でこれを

赤字をならないようにどういう努力をされた

のにもかかわらず１億3,000万円も達してい

るんですかという点、その点まず１点。 

 それから、まず県水の方が高い水でという

ことは聞いておりますが、それを安く売ると

いうことは当然赤字になるのは当たり前。だ

けど、その県水そのものをなぜ買わなければ

いけないんかということと、それを買わなけ

れば太子町の水が足らんのかどうか、今のや

りとりありますけれど、本当に足らんのかど

うか。 

 それから、西播磨企業団の水も、もうそれ

も購入できんのかどうか、量的に。西播磨の

は半額でしょう、県水の。安い水をもう買わ

れへんのですか。それで、高いものを買うて

安う売るというのは、これはだれでもできま

すわな、当然赤字出てくるのは当たり前。そ

れに対する赤字を、出ないような努力をされ

てるんですかということ。 

 それから、まず改定料金34.36％というよ

うなことで、一般家庭では26.67％として値

上げをしますということですね。行財政審議

会にこれを問い合わせたら、答申しました

と。行財政審議会のメンバーの方、水やりに

困っとられるような方おいでですか。一般家

庭の方が、金額に直したら、平均値からいっ

たら何ぼお金負担せにゃあかんのですか。一

般家庭でも26.というたら、約25％簡単にし

ても1,000円のものが1,250円になるというこ

とでしょう。じゃないんかな、僕の計算間違

いかな。せやから、相当の値上げになるわけ

ですよ。それを何で一度に、本当に赤字で将

来困るということであれば、一遍に値上げす

るということでなしに、何らかの順次値上げ

していくというような方法もあってもしかる

べしだと思います。それで徐々に町民の方に

理解をしていただくと。やっぱり一遍にぐっ

と上がったら、相当家計にも負担来ますから

ね。年寄り夫婦ならいざ知れず、若い夫婦で

子供がおる場合、水を使うのはもうすごいで

すね。 

 ところが、この太子町の住民の方は、水道

代が安うて助かるわと、姫路市よりも太子町

に来てよかったという声はもう皆聞いとられ

るでしょう。太子町の水はおいしいと、一昔

前は冬でもぬくい水じゃったということがあ

ったはずです。今、冬でも冷たいけどね。そ

れだけいい水を供給しておったにもかかわら

ず、そりゃ時代の流れでというようなことに

なったらそうかも分からんけど、それだけの

企業努力を、昔というんかされてたわけです

よ。それを、少なくとも人件費についても、

本当にこんだけの人件費でええんかどうかと

いう検討もされましたか。職員配置して、あ

あ、あっちやこっちというて、ほんで勤続年

数によって給料何ぼという、その給料の体系

で決めて出してると思うんですけど、本当に

職員がそこに張りついて仕事をしなければ、

もっと安い嘱託の人を雇うとか、いろんな面

で方法があろうかと思うんです、企業会計で

すからね。企業会計である以上は、損はでき

ないはずなんですよ。損がもう目に見えてま

すから値上げします、この薬品費にしても、

３年前に単価今５円というておっしゃってま

したけど、15％の値上げですわ。これ何で３

年前に値上げしてもよろしいとか、購入する

に当たってですよ、これをずっとそういうな

見込み自身がおかしいんじゃないですか。量

を使うんだったから市も安うしてくれという

のは企業のあれですわ、仕入れの原則ですや

ん。何でもかんでも値上げ値上げやしてくる

から、当然こっち値上げしますというたっ

て、値上げに対し組み込みます、こんなもん

だったら、何の努力もしてないということ
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や。やっぱり物を買うのには、その時価とい

うものや相場というものを検討して購入する

というのが、これ世間の相場や。親方日の丸

言われたって仕方がないんでしょう。 

 要するに一般家庭で値上げ、この数字を信

じてですよ、26.67％値上げをするというた

ら相当大きな金額ですよ。それをどこからど

ういう根拠で26.何ぼになっていったんか、

その根拠。でないと、住民の方に僕らよう説

明せん。町当局が水道料金今度上げます言う

てきとんやと、いろいろと経費がかかるんで

赤字らしいさかい仕方がないんやと言うて、

まあ、辛抱してえなっちゃなことを町民の皆

さんによう言わんわ。やっぱりそれはそれな

りの相当な町民の方に理解できるような説明

があってしかるべし。行財政審議会に答申し

て値上げしてもよろしいというような意見を

いただいたから、適当な数字というようなこ

とで値上げしますでは町民の方にどない言う

て説明するんですか。 

 もう一遍言うときますけど、そう簡単に値

上げしてもろうたら、町民の方に僕らよう説

明せん。 

○議長（北川嘉明） 質疑を続けてくださ

い。 

○嶋澤達也議員 その点のことについて、ま

ずなぜ赤字やということよね。赤字が累積ど

うのこうのと言うけど、赤字の出ないよう

に、この５年間でも１億3,000万円の赤字を

黙認してきたということは仕方ないけど、こ

れをここまで出たというのは、出んような方

策をとってなおかつ出たんですか。その努力

の結果を、成果を説明してください。 

 それともう一つ、もう一点、もうその２点

でええわ。26.67％を値上げするという理

由、根拠、町民の方にどない説明してええん

ですか、教えてください。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 赤字にならな

い努力というのは、これは平素からやってい

るわけでございますけども、以前からの水道

会計を見ていただければ、平成６年から赤字

に陥っとります。それから、黒字になったり

赤字になったりといったことで、平成９年か

ら13年まで続けて単年度赤字になっとりま

す。それと、14年は黒字になっておりまし

て、その後すべて赤字となっております。 

 この中で一番大きいといいますのは、やは

り下水道工事の面整備の工事によります資産

減耗、いわゆる資産減耗といいまして、今あ

る財産を布設がえしたことによりまして財産

がなくなるということで、資産減耗という形

をとるわけですけども、これがやはり年度に

よってかなり変動しております。こういった

ことで、特に平成６年ごろから赤字の傾向に

なってきております。 

 ですから、人件費等その他の問題につきま

しては努力もしているわけなんですけども、

減価償却につきましても、まだ割合安定した

数字となっております。ですから、18年度に

つきましては、減価償却はやはり上からの関

係で増えてきているのが現状でございます。 

 それと、26％の根拠、これはここの収益的

収支の計算書、これでもって目標としました

平成23年度に黒字にしたいと、累積黒字にし

たいといったことの中で、こういう使用料単

価を設定した中で割り戻して26ということに

なったと。ですから、企業関係では工場用で

は41％、それと業務用、業務用も使用する量

の方がいろいろおられます。ですから、月

50トンでは24.2％、月80トン使用される方で

26％といったようなことで、やはり今回の改

定につきましては、従来の用途別ではなしに

累進制が反映しているんではないかというこ

とを考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 26.何％のそれは、何年度

には黒字になるということを目標に町民に負

担をさすということですか、もう一遍再度そ

れ、そう理解というんかな、解釈してよろし

いか。 
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 それから、私は累積赤字の赤字になったり

黒字になったり、年じゃあっとるけど、僕の

尋ねてるのは、どういう努力をされましたか

ということです、赤字にならないようにね。

少なくとも人件費は、こういうぐあいに節約

しましたとか、それから面整備のあれのどう

のこうので今おっしゃってましたけれど、あ

れ全部そのかわり先行投資になるでしょう、

水道のあれ、パイプ皆変えたんでしょう。じ

ゃないんですか、古い管のところでも新しい

管を入れて、水道事業としては先行投資の部

類に入ると思いますけど、それについてお尋

ねしますね。 

 それから、もう一つ聞き忘れてましたけ

ど、家事用と業務用の区分が明確でないため

と書いてありますね。じゃから一本化するん

やと言うけど、今、何しよったんということ

になりますわ。業務用なら業務用、家庭用な

ら家庭用というてはっきりしとるでしょう、

何で区別がつかへんのですか。そんなことあ

り得るんですか、契約は業務用で契約しとん

でしょう、家庭用としてしとるんでしょう、

それ何で区別がつかんのですか。これ説明書

きでもちょっと理解できませんけどね。そん

だけ区分が明確でないというのは、ええかげ

んな事業をしとんですか。そんなんもう明快

に出てくるんじゃないんですか、その点につ

いて、３点だったかな。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 町民が26％を

負担するのかということなんですけども、料

金改定をするんであれば、やはり町民の方及

び水道を利用されてる方の負担は来るという

ことでございます。 

 それと、管は先行投資、先行投資といいま

すのは、従来の水道での先行投資といいます

のは、新設道路ができたときに、そのときに

水道の流れをよくするために新規に埋設する

場合、その場合のことを一般的に水道事業で

は先行投資といいまして、負担金、加入金の

上乗せとして余分の費用をいただいていたと

いう経緯はございますが、今の水道管の先行

投資という意味は、基本的にはそういう意味

も若干含んでおりますが、やはり下水道での

意匠が支障になりますので、それの移設だと

いうのが大部分であるというふうには考えて

おります。 

 それと、家事用と業務用の区別が判然とし

ないということでございますけども、これは

家の中にといいますか、事務所兼おうちとい

う形態のところが間々あります。そういうと

こで、どちらの方で加入するかといったこと

でございまして、その辺の問題で、少ない水

量でも業務用の方も現実的にはおられます。

当初はそういう意図ではなしに、やはり業務

ということで、大口といいますか、かなりの

水量利用者という想定をしてたんだと思うん

ですけども、現実的にはそういうふうにはな

ってきていなかったといったことから、そう

いう表現を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

 嶋澤議員、申しわけないですけども、付託

先の委員会で、あと質疑を続けてください。 

 付託先の委員会で質疑を続けてください。 

 じゃ、９番嶋澤達也議員。 

（嶋澤達也議員「よろしい。もう議員

の質問を拒否してんやから、制止され

るようなことやからよろしい」の声あ

り） 

 ９番嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 いや、よろしいですよ。 

（「言わなあかんで」の声あり） 

 言いましょうか。 

 締めてもうたら、時間もったいないがな。 

 今、部長、26.67％値上げを丸々値上げせ

なあかんのかと、何かの考えもないんかなと

いうこともさっきから尋ねとるわけですよ。

一遍に丸々値上げすることは、町民が全部負

担せにゃあかんのですかということを言うと

るでしょう。もう細かく尋ねなんだら分かり

ませんか、３回の制限あるんですよ、僕は。

こういう一番大事なことですからね、町民の
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皆さんにどういうふうに値上げの説明するん

ですかということも尋ねとんですよ。 

 水道事業所がありとあらゆる努力をした、

けれどいろんな諸般の事情によって値上げを

せざるを得ないという理由を明快に答えてく

ださいということを一番最初言ったでしょ

う。僕はどない言うて町民の方に説明するん

ですか、必ず問い合わせあるもん。水道事業

所、町長が料金値上げするというて言うとん

が、しゃないがなというて言うんですか。水

道事業所として値上げするのに、この赤字に

してもどういう努力をされたんですかという

こと、一生懸命仕事しよう職員の姿も僕知っ

てますよ。緊急の場合も知っとる。来る、あ

そこで水が噴き出しよう言うたら、慌てても

う一生懸命飛んで来てくれてる姿を見てま

す。それだけの努力はしてるんですけれど、

要するに議員として質問をしておかなけれ

ば、黙って座っとるわけにいかんのですよ。

水道事業所の職員が一生懸命、何年も前から

僕見てますよ、一生懸命してますよ。議員が

視察に行く言うたら、その場所は慌てて草刈

りもしてますやんか。ごっつい気遣うてまん

がな。そういう姿勢は見てますよ。 

 だけど、この26.67％というこの数字、こ

れは相当な大きな高額なんですよ。消費税で

も、３％が５％でも値上げするとき大変だっ

たでしょうが。その大変さは、国民感情とし

て２％のことで政権を揺るがしますやんか。

これ大変な数字ですよ、何も思われません

か。 

 だから、一般家庭の方が、水道料金が私と

こで大体2,200円ぐらいですよ。一般家庭じ

ゃないですけどね。ちゃんと業務用として入

っとるはずなんですよ、あれ管によって違う

んでしょう。うっかりしたら、もう3,000円

も4,000円も払うときありますけれど、それ

が3,000円だったら大方4,000円になるでしょ

うが、大変な値上げですやん。ほいで、水道

料金払わなんだらやね、やいやいやいやい言

うてきますやないか。ほんで、片やあっちで

よう集金もせんようなことやってますやん

か。堂々と町民の方に、26.67％値上げしま

すということを言われますか、言えますか。

私は承服しかねます。 

 以上。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 26.67％、こ

れは先ほど来説明いたしておりますとおり、

ＳＥＤとか、過去の10年前からの欠損金等の

問題もありまして、こういう結果になった次

第でございます。 

 そうした中で段階的にというわけでござい

ますが、そういうのも基本的にはないことは

ないんですけども、現在１億3,500万円の累

積欠損ができております。本来こういう数字

は、ある程度将来的見込みがなければ、ここ

までの累積欠損金ができるという問題ではな

いというふうには考えております。ですか

ら、やはり先ほども言いましたように、23年

度に黒字になるようにするためには、この当

然26.67％アップという格好になろうかな

と、その中でホームページとか広報等で十分

ＰＲしながら説明していきたいと、そういう

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となってます議案第45号は、

会議規則第39条の規定によって、お手許に配

りました議案付託表のとおり経済建設常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、議案第45号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は３時55分。 

（休憩 午後３時44分） 
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（再開 午後３時55分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 認定第１号 平成１８年度 

        兵庫県太子町一般会計歳入 

        歳出決算の認定について 

  日程第１２ 認定第２号 平成１８年度 

        兵庫県太子町国民健康保険 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１３ 認定第３号 平成１８年度 

        兵庫県太子町介護保険特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１４ 認定第４号 平成１８年度 

        兵庫県太子町老人保健特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１５ 認定第５号 平成１８年度 

        兵庫県太子町墓園事業特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１６ 認定第６号 平成１８年度 

        兵庫県太子町下水道事業特 

        別会計歳入歳出決算の認定 

        について 

  日程第１７ 認定第７号 平成１８年度 

        兵庫県太子町前処理場事業 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１８ 認定第８号 平成１８年度 

        兵庫県太子町水道事業会計 

        決算の認定について 

○議長（北川嘉明） 日程第11、認定第１号

平成18年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから日程第18、認定第８号

平成18年度兵庫県太子町水道事業会計決算の

認定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の認定第１号から認定第８号までに

ついては、９月３日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから総括

質疑を行います。 

 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。 

 質疑は一般質問席でお願いします。 

 質疑、答弁は一括で行い、簡潔、明快にお

願いします。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うことになっておりますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、通告の順に発言を許します。 

 12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 12番。町の選管に、選挙で

妨害や嫌がらせを受けた上田でございます。

質問をいたします。ちょっと先に質問をして

しまいましたので、余りダブらないように少

し質問の仕方を変えて質問したいと思いま

す。質疑をいたしたいと思います。 

 地方分権により自立した地方自治を確立す

るために、太子町は合併をしない道を選びま

した。私は、特に市町は人間が生まれ育ち、

価値観を形成するための生活基盤を提供する

コミュニティーであるべきだと思います。し

かし、今の太子町は、住民は好き勝手に文句

を言う受益者であり、町政に積極的に参画し

て共同経営しようという意識、場合によって

は自分たちも責任があるという認識がないよ

うに思います。それが社会コストを高くし、

地域のコミュニティーを住みにくくし、郷土

愛をなくしてしまう原因になっていると私は

考えますが、町長はどう思われるかお尋ねい

たします。 

 現在の町は、中央政府以上に分権型の社会

であると同時に、権限がトップに集中する。

ということは、町長に集中をしております。

内閣総理大臣以上、大統領であると思いま

す。そのパワーは強大であり、よく新聞等で

は天の声と言われています。議員より役場の

部課長の方が立場が強い、このため誇りある

議員はいなくなってしまったように思いま

す。この現実の上に立って、施政方針や決算

会計について適正かつ効率的に執行された

か、今後改善すべき点についてあればお尋ね
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いたします。１点です。 

 次に、歳入についてお尋ねします。 

 収入確保は十分に精査をし、徴収漏れや努

力が不十分で収入が執行できなかったものは

なかったかどうか、お尋ねいたします。２点

です。 

 次に、財産についてお尋ねします。 

 公有財産、物品、債権、基金、町の財産は

ここ５年間でどのような増減があったのか、

これは通告しておりますとおり、調書を添付

して説明を求めます。３点です。調書下さい

ね。 

 次に、公共サービスについて。 

 ここで言うところのサービスとは、辞典に

書いてある意味のとおりのサービスでありま

すので、意味については念のため共通認識を

持っておきたいと思いますので、私の言うサ

ービスはそういう辞書に書いてあるサービス

の意味でございます。 

 分権型社会システムへの転換が進み、地方

自治体、つまりここで言う太子町のことは、

自己決定、自己責任において町政を推進する

と町長は述べておられますが、一歩進んで町

長ご自身、また職員自身も自己責任を負うべ

きではないかと考えますが、いかがでござい

ますか。これで４点。 

 町税は、20年前を一度見てみたいと思う。

20年というのは、ちょうど私が初めて議員に

なった年でございます。昭和61年度決算で

は、町民税は12億4,000万円、固定資産税は

11億1,000万円、町税全体では約27億円であ

ります。平成18年度決算と対してみますと、

町税では13億円のプラス、しかも固定では７

億円のプラスであります。昭和60年から70年

程度にかけての、東芝の固定資産の現状を考

慮に入れて今現在の東芝の固定資産、償却資

産を勘案してみますと、この７億円という固

定のプラスは、私はほとんどが住民にかかわ

ってきたんではないかと考えますが、いかが

でございましょうか。 

 他方、サービスについては明らかに悪くな

っております。例えば使用料については、当

時昭和61年では使用料は、体育館、学校等で

は50万円です。使用料でも、保育園とか、そ

れは違いますよ、保育所とかはね。幼稚園と

か。その場所の使用料。これ50万円ですわ。

平成18年では550万円になってますね。11倍

になっとんです。一概に私はこれが悪いとは

言いません。受益者負担というか、応分の負

担をしていただくということは、私も前々か

ら申し上げていたことですから、体育館の使

用の電気代等については前々から徴収すべき

やないかということは言っておりましたか

ら、これがすべて悪いとは言いませんけれど

も、本当にこの住民サービスが、税金を取る

ほどサービスができたかどうかについてお尋

ねいたします。 

 例えば、その町の文化水準のバロメーター

の一つであると言われておる図書館につい

て、その予算の内容をお尋ねしますが、これ

は教育長、余りにもひどい。20年前と比べる

と、先ほども言いましたけども、予算はほぼ

同額ですけれども、人口別で割ってみますと

３分の２です。20年間に図書の購入費が３分

の２、人件費は1.4倍、どういう図書館運営

をしとんのか。それで、こんな予算をだれが

組んだか知らんけれども、私はこんな予算を

組んだやつは、本とは漫画か週刊誌しか読ん

だことのないやつに違いないと思っておりま

す。そうじゃないんですよ。いかに図書館が

大切であるかということを、これは一遍教育

長に聞いてみましょうか。お答えいただきた

いと思います。 

 といいますのは、町長は施政方針の中で、

図書館においては年々増加する中高年の皆様

に大活字本の充実と関心の高い分野の充実、

また子育て中の若い家族を支援するため、出

産、育児関連の充実を図ると、こういうに施

政方針ではおっしゃっておるんですが、なぜ

町長のおっしゃるとおりに、教育長は図書館

に対応しなかったのかお尋ねをいたします。

これは５点目。 

 最後に、行政運営について。 

 18年度決算はもちろん、過去の施策の失敗
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が今日住民を苦しめているかということをお

尋ねいたします。例えば過去の失敗というの

は、前処理場、恐らく四、五十億円ぐらい使

ったでしょう。オフコン、これも二、三十億

円以上使っとるでしょう。それから、あの電

車庫。あの電車庫をつくったおかげで固定資

産税がわずかばかり入りますけれども、太子

町南北分断されてしまって、あれ大変です

よ。太子町の南は、線路から南は太子町でな

いみたいです。あの電車庫がなかったら、太

子町は基本的にはもっと変わっておると思う

んです。それから、文化ホール48億円、身分

不相応ですわね。それから、上太田の自然公

園、あれたしか４億円かけたと思うんです

よ。４億円かけて草生やして、だれも行かへ

ん。ああいうのを税金の無駄遣いと言うと思

います。18年度にかかわっては高度浄水施

設、これはまた委員会でやりますけれども、

私は明らかにミスったと思います。が、その

説明を求めます。６点です。 

 以上、質問は簡潔にしたつもりですが、答

弁は行政情報の公開がまず住民参画の基本と

町長おっしゃっておられますので、できるだ

けこの議会において情報の公開、議員に分か

りやすい答弁、説明をお願いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） まず、冒頭にこれお願

いしておきたいんですが、この総括質疑、ま

た一般質問等々は通告制になっておると、私

はこのように考えております。そうした中で

やはり通告の内容が、今ご質問受けました点

と大きく乖離している部分もあるんではない

かと、このように思うところでございますの

で、そうした点は今後十分詳細にお願いいた

したいと、このように思います。 

 まず、住民との協働というところで、行政

が主になってしまって町民は、住民の方はも

う一つ逆に離れていってるんではないかとい

うようなことがご指摘されたところでござい

ますが、やはりこうした厳しい経済情勢、社

会情勢の中での行政執行、難しい部分がある

んではないかと、このように考えるところで

ございまして、右肩上がりの時代はこうした

ぎくしゃくといいますか、大体要求事、要望

事等々も組み入れられておったんではないか

と、このように思いますが、やはり昨今何で

もかんでもというところは難しゅうございま

す。そうした点、やはり話を進めながら、今

私どもが実践いたしております出前講座

等々、またこれは今のところは自治会長との

まちづくり懇話会でございますが、そうした

ところにでも話し合いの場をまた持っていき

たいなと、このように思うところでございま

して、そうした点は今後もやはり町民の皆さ

ん方とともに行政展開を繰り広げていきたい

なと、このように私は考えているところでご

ざいます。 

 もう一点、２点目は首長の関係で、首長が

やはり主体になってるんではないかと。その

中で効率的に行政執行されたのかということ

でございますが、私自身は一つ一つ行政を執

行する中で、今大きなものは絶対に手がける

べきではないと。その中で町民の皆様が何を

今要望されてるか、そういうところは的確に

判断し、また逆にその中でも取捨選択し、ぜ

ひやらないといけないこと等々は優先順位を

つけていき、執行しなければならないと、こ

のように思っておるところでございまして、

逆にこういうところは町民の皆さんに辛抱し

ていただくというようなところは、私は逆に

縮小していくべきではないかと、このように

考えて、今行政執行をさせていただいておる

ところでございまして、私はそうした面では

確実に前進はしているというふうに考えてお

るところでございます。 

 しかし、その反面やはり税等々、町民の皆

様方から納めていただくものは当然その義務

も果たしていただきたいなと、このように考

えるところでございますし、公平性と申しま

すか、皆さんに滞納を少しでもなくしていた

だくように努力しているところでございま

す。これからは、そうした点どんどんと、少

しでも自己財源を確保するために努めていき

たいと、このように考えております。 
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 それから、３点目ですが、町税関係でござ

います。町税関係、この件については、やは

り先ほども申し上げましたように、バブルが

崩壊するまでは右肩上がり、どんどんと上が

ってきておりましたんですが、ここ数年落ち

込んでいるというところでございまして、今

ご指摘を受けておりますとおり、税収も下が

りぎみでございます。やはりこうした状況下

において、この太子町で何ができるかといい

ますと、私は少しでもそうした中で町民の皆

さんにご理解を得るために、説明等々はしっ

かりとやっていき、またご意見もちょうだい

していかなければならないと、このように考

えるところでございます。 

 その中で、今おっしゃっております非効率

な面があるんではないかということで、前処

理場、オフコンの問題、電車庫、文化ホー

ル、自然公園、膜ろ過施設、高度浄水処理

等々のことを言われましたんですが、私はそ

の時点時点でこれは必要なものであったと、

このように考えております。前処理場にいた

しましても、当時は同対事業、その中で水質

汚濁をクリアする中での行政対応でございま

した。オフコンにつきましても、当時では近

隣でも早く電算化に取り組まさせていただい

たところでございますので、これは一つのそ

の時期の対応であったと。また、電車庫につ

きましても、なるほど町は二分されておりま

す。しかし、当時この山陽本線が走る中での

対応でございますし、今逆に上郡町の方から

は、うちに来てもらっておった方がよかった

なというような声も聞かれております。そう

した地域の経済、また通勤等々の効果は十分

に果たしているんではないかと、このように

思っております。 

 また、文化ホール、自然公園にいたしまし

ても、当時の首長さん方も相当悩まれたと思

います。私もこの文化ホールあたりから、あ

る程度の内容は把握いたしておるところでご

ざいますが、文化ホールにしましても、やは

り住民の皆さんの文化の向上、またそこでの

交流の場としての提供が町民の皆さんに楽し

んで利用していただければというようなとこ

ろで、庁舎より先に手がけたというところで

ございます。 

 ６点目のこの膜ろ過の水処理施設でござい

ますが、この件につきましても、先ほどの浄

水の関係議案の中でもお話をさせていただき

ましたんですが、逆に私が行政を預かる頭と

いたしまして、もし逆に、この間にクリプト

菌が検出されればどうなっておるんだろうな

ということも考えます。処理の内容等々につ

きましては、時代を追って新しいいろいろな

処理施設も出てこようと思います。そうした

ところは、その時点でやはり考えるべきであ

ろうと、このように思い、先に取り組みをさ

せていただいたところでございます。 

 また、この使用料関係の問題でございま

す。やはり議会からもご指摘をちょうだいい

たしておりました。ある一定の方に偏り過ぎ

ているんではないかというようなこともご指

摘を受け、やはりそうしたことのないように

応分の受益者負担というところをご無理をお

願いしたというところでございますが、これ

も大きくは行政の収入財源ということにはな

らないと、このように考えますが、そうした

均衡化、皆さん方が公共の施設を利用しやす

いようにというところでこうした決断をさせ

ていただいたところでございます。 

 歳入面につきましては、もうこれはいつも

申し上げております。住民税また個人町民税

等々は、やはり５月の申告時期に申告の催促

等もさせていただきながら、課税漏れ等はな

いように努めているところでございます。 

 また、法人、町民税につきましては、年度

終了日の日から２カ月以内に提出義務がござ

いますので、そうした申告漏れを防ぐため

に、各法人に対し、事業年度の終了後に申告

書を送付いたしておるところでございます。 

 また、固定資産税等につきましては、法務

局からの移動通知、これは家屋でございます

が、そうしたものを、また建築確認申請等に

より増築や滅失している家屋等の確認、それ

から土地家屋ともに３年ごとに航空写真を比
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較いたしまして課税をさせていただき、適正

に処理しているところでございます。そうし

た中で歳入を少しでも確保するために、これ

は今年度からではございますが、県の滞納整

理員も来ていただき、早くも３カ月が過ぎた

というところでございます。滞納整理のノウ

ハウ等々を職員も十分に吸収し、徴収率につ

きましても若干は私は上がってきてるという

ふうに思っております。今後そうしたところ

を不公平のないように、適正な執行に努めて

いきたいと、このように考えております。 

 それと、この５年間の財産の増減でござい

ますが、平成14年度と今の18年度の決算を踏

まえてでございますが、土地につきまして

は、14年度では64万9,007平方メートルでご

ざいますが、18年度では65万3,323平米とい

うところになっており、これにつきましては

総合公園の用地の増でございます。建物につ

きましては８万2,232平米、そして18年度で

は８万2,118平米ということで、逆に114平米

の減でございます。この減につきましては、

斑鳩小学校の北館の改築によります減少でご

ざいます。 

 また、公用車でございますが、14年度

45台、18年度では33台というところで８台の

減、これは財政課の方で一括管理というよう

なことにも着手し、その成果があらわれてる

んではないかと、このように思います。 

 それから、債権でございますが、14年度

894万3,000円、現在18年度の決算では667万

1,000円、これは住宅改修の関係でだんだん

と少なくなっているというところでございま

す。 

 基金関係、24億9,890万3,000円、18年度で

は22億798万6,000円ということになっており

ます。これは、もう今の時世、こうした基金

活用というところは有効に進めていかなけれ

ばならないと、このように考えております。 

 水道関係につきましても、先ほど来出てお

りますように固定資産の推移でございます

が、14年度では69億7,501万364円、現在では

18年度決算では89億8,516万6,905円というこ

とで、大きく増になってきております。３億

2,080万8,933円の増というところで、これは

先ほど来出ております老原浄水場の土地の購

入、また施設建設、それから管の布設がえ

等々の資産の推移でございます。 

 起債の推移といたしましては、９億

1,226万8,627円、そして現在は12億3,307万

7,560円というところになっており、この起

債につきましても、やはり浄水場の施設の整

備というところで増えているという現状でご

ざいます。そうした推移の中で、今後は的確

に取り組みをさせていただきたいなと、この

ように考えております。 

 先ほど教育長の方にというところでござい

ますが、手許にもその図書館関係ではござい

ますが資料をもらっております。先ほど来、

厳しい内容のご質問でございますが、私ども

はそういうことは考えたことはございませ

ん。そうしたところを配慮していこうという

ところで力を入れているところでございま

す。本庁の図書館、今までは県内、またこの

近隣では優秀な図書館であるということが自

負されておりましたんですが、やはり太子町

にふさわしい図書館、また逆に不足する図書

関係につきましては、近隣の図書館等との交

流で解決をつけていき、ご要望をお聞きし

て、そうした不足している分については取り

寄せるというような対応もさせていただいて

おるところでございます。 

 先ほど大活字本の件でもご指摘があったと

ころでございますが、この本につきましては

出版点数も少数であるというふうに聞いてお

ります。その中で年２回程度、大体２回で

60冊強の本を購入させていただいており、今

のところ本年８月末では1,625冊の大活字本

を所蔵しておるというところでございます。

また、中高年に関心の高い年金、介護、絵

画、書道、陶芸、またそれぞれの芸術等々の

図書の充実につきましても力を入れていると

ころでございまして、医学関連では、17年度

で186冊、18年度では152冊、そして総数とい

たしましては17年度4,623冊、18年度4,103冊
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というところで町民の皆さんにご利用をして

いただいておるところでございまして、これ

からもそうした点、地道ではございますが、

今の現状に合った対応はさせていただきたい

と、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 教育長に聞いたんやけど、

やっぱり何ですかな、図書館の本の種類とか

運営にまでやっぱり町長が、天の声か、やっ

ぱりな、僕は教育長の分野やと思うんやけど

な、図書館は。ほで、やっぱり教育に携わっ

とる者があれで、現状でいいのかどうかとい

うのは私は問題やと思います。そりゃ、確か

に町長おっしゃるとおり、今まで太子町へ視

察に行くというたら図書館というて言うぐら

い、太子町の図書館はなるほど有名でしたけ

ど、今は恥ずかしいですよ。もう近隣の図書

館に負けてますわ。スペースといい、書棚か

ら何からもう置くとこないでしょう。ほい

で、本がもう古い古い。うそや思うんなら、

一遍書棚の小説のとこ見てもうたら分かるけ

ども、もう10年もっと前の本ばっかりや。こ

っちの入り口のところに新刊は並んどるけん

ね。だけど、一遍他町の図書館と比べてもら

ったら、どんなかというのは一目瞭然分かり

ます。狭いんです、とにかく。本探しよった

ら、ここ通るのに、ちょっとごめんなさい言

わな通れんような図書館、もうこの近所にな

いですよ。 

 もう一つは、移動図書館が廃止になっとん

です。何か車がディーゼルで使えんようにな

ったからというて、そんなもん、あのディー

ゼルが使えんようになるというの何年も前か

ら分かっとった話で、きのうやおとついの話

と違うんや。ほで、使えんようになったから

というて、ほいでもう移動図書館廃止で、何

かライトバンみたいなもんで300冊しか本が

運べんっちゅうな、そんなこと言うとんの

や。あのね、町長、公用車やめてタクシーに

しなはれ。ほいで、その金で移動図書館しな

はれ。それを町民サービス言うんです。自分

だけあんた公用車乗って、運転手つきで車で

走っとってやで、移動図書館予算がない、車

ないさかいというてやめてしまうっちゅうの

は、こんなふざけた話あらへん。そう思われ

ませんか。だれが考えたってそうでしょう。

タクシーで十分でっしゃないかいな。 

 それで、例えば文化ホールが必要やという

ておっしゃったけど、あれ48億円かかった

ん。土地別ですよ、建物だけで。ほしたら、

もう10億円足しとったら、庁舎と一緒にでき

とったんや。ほいで、盛んに言うたんです

よ。庁舎と一緒にやったらもう10億円、60億

円かけたらできるやないかと。ほんなら、駐

車場から何から全部一体に整備されてやね、

そりゃ、僕はあのまま文化ホールだけつくっ

たというのは、僕は今でも失敗や思うてます

よ。もうとうに庁舎一緒にできとったんやか

ら。 

 だから、通告をどうこう言われますけれど

も、私今言うたことは全部通告の中に入って

ますからね。さらに不親切なのは、僕この資

料もろうてびっくりした。公有財産分かるよ

うにしてくれるか言うたら、面積だけいう

て。面積で何が分かんのや。太子町の財産何

ぼあるかというたら、金ちゃいまっか。い

や、会社やったら全部そうですよ。固定資産

税払わんなんし全部評価に入って、きちっと

値段入ってまんねん。何で役場だけ入れへん

ねや。おかしいやないか。 

 ほいで、水道のことも言うときますけど、

これきょうの日経新聞の１面に、もう水道民

営化、取水から給水まですべてやりますとい

うて、これどこがやっとるかというたら、電

源開発。電源開発がそれを請け負いますとい

うてやっとるわけです。もうこの流れなんで

すよ。欧州では、もうほとんど水営は民営化

ですね、ご存じのように。日本はまだ一部、

ここに書いてあるのは福岡県の大牟田市が、

6,000世帯分はすべて取水から給水まで全部

民営化になっとるらしいです。これ日本はこ

こだけらしいですけれど。 

 だから、余りにも世間狭いん違います。も
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っと情報を広くとって、やれることはやると

いう姿勢で対応していただきたいと思いま

す。もう答弁は求めませんけども、ちょっと

言っときますから、意見だけ聞かせていただ

きたいと思います。通告はしておりませんけ

どね、だから通告をしてないから、もうそれ

答えへんとおっしゃるんなら、それで結構で

す。ただ、聞いておきます。 

 まず、太子町で至急に改善してほしいとこ

ろ、職員です、人。まず、親方日の丸の考え

をたたき直してほしい。すごい給料取っとる

が。僕が言うたように、太子町で給与所得者

200万円以下が66％、1,000万円以上が

0.7％、一遍職員皆さん懐勘定してみてくだ

さい。月給違いますよ、言うときますけど

も。ボーナスも、手当も入れてですよ。一体

自分の手取り、自分の手取りやない、自分の

収入は一体何ぼやと、私が今言うた、このど

こへ当てはまるんやということを一遍よう調

べてみてください。 

 その次に、１人が１つのことをしないよう

に。今企業では、多能効果というて大体１人

３役ぐらいしよんです。私の会社も、便所掃

除私がしますからね、トイレの掃除を。ほい

で、専務は草引きやりますから。どんなに言

うことないんですよ。それぐらいなことはや

っぱりやるべきやと私は思います。 

 ほんで、もう一つは女性なんです。女性を

登用するや何やというていろんなことをおっ

しゃるんやけど、職員採用のときに、これ僕

はこのごろの女性というのはかなり成績はい

いはずなんです。絶対そうやと思います。男

性より、むしろ成績で言うたら女性の方がい

いん違いますか。ところが採用されないね。

で、女性のこれからの共生とかおっしゃるけ

れども、私は機会だけ言ったってあかんと思

うんです。やっぱり結果が平等でなかったら

いかん思うんです。だから、職員が、例えば

ですよ、そうはならんと思いますけれども、

例えば200人おったら100人は女性と、こうい

う社会が結果が平等ということだと思います

んで、管理職を、ここの背中を押す女性上司

を増やせというて書いてある、こなん読みよ

ったらなるほどなと、組織の活性化というの

はやっぱりこういうとこにあるんやなという

ことがよく分かると思います。だから、ぜひ

太子町もそういうふうに取り組んでいただき

たいと思います。 

 これぐらいで質問は終わりますけれども、

もし差し支えがなかったら防災グッズ、今こ

こにいらっしゃる方で、家に例えば水の備

蓄、缶詰の備蓄、米の備蓄、いろんなことが

防災の中であると思いますけれども、どんな

ふだんから防災に対する心構えをして、家に

どれだけのものを備蓄されておりますか、も

しされておられるんでしたらお聞かせいただ

きたいと思います。ないですか、ないようで

すのでやめます。 

 終わります。ありがとうございました。私

は皆さんに対してありがとう言うたんやで、

よう間違わんようにしてください。 

○議長（北川嘉明） 以上で12番上田富夫議

員の総括質疑は終わりました。 

 間もなく定刻の５時が来ますが、会議規則

第９条第２項の規定によって会議時間を延長

します。 

 次、２番清原良典議員。 

○清原良典議員 ２番清原良典。通告に従い

まして、総括質疑を行います。 

 まず、初めての補正予算審議並びに決算議

会ということで、少々勉強させていただこう

と努力をいたしましたが、やはり非常に難し

いことに気がつきました。ターゲットの絞り

方もわからぬまま今日に至ったわけですが、

１という数字が、いわゆる1,000円ですね、

この数字が大変興味深く残っております。１

とか２とかですね、何の意味もないことは当

然ないと思うのですが、初めての経験の者か

ら言わせていただきましたら、数字のマジッ

クが行われているのかなあとの感覚です。い

ろいろと細工をして基金に回しているところ

もあるように思われますが、午前中の審議、

答弁ともかぶるところがありますが、要は入

って出るのですから歳入確保に努めなければ
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ならない。いろんな家庭事情等々があって滞

納される方が当然おられ、当局もいろいろな

努力もされていることも常任委員会等で説明

されておりますが、徴収努力には今後とも精

いっぱい取り組んでいただかねばならんのん

ですが、もっともっと広い分野で忘れている

ものがあるのではなかろうか、また漏れてい

るものはなかろうか、よく検討をしていただ

きたいと思います。 

 私なんか中身を見ましたところ、あの屋外

看板なんかが、まさか税収の対象になってい

ることなんか初めて知った次第です。となれ

ば、新規店舗が開店されましたら、当然対象

になられるわけです。今回手数料として、た

しか63万6,500円記載されておりましたが、

後日で結構ですので、内訳等を提出していた

だきたいと思います。 

 今、太子町においても厳しい財政状況の中

で、限られた財源の効率的な配分を考慮して

とのこととは思われますが、数々の課題があ

る中での町職員また役場内の雰囲気は、一般

町民感覚からまだまだかけ離れておると思わ

れます。今これだけ冷え切った世の中におい

て、税金アップ等の負担を強いられ、歯を食

いしばって日々を送る町民をしり目に、給料

が上がらないとか、残業がどうだこうだと

か、不平不満を言う職員が数々いること、こ

れ全部町民はよく知っておられます。公務員

としての自覚の欠如、管理職の能力低下によ

る民間との意識の差が原因であると思われま

す。当局の答弁を聞いておっても、ありあり

と分かります。これは私も感じておったので

すが、前回の傍聴者の方からの意見です。ま

ずお伝えしときます。そして、限られた財源

で最大の効果、そして町民へのサービスがで

きますことを、あらゆる手段で再構築されて

はと希望いたします。 

 さて、太子町において大きな歳入源とされ

てきました東芝さんの広大な土地なんです

が、せんだって首藤町長さんが大変よいニュ

ースが入ったと住民の皆さんの前で述べられ

たと聞き、期待に胸を膨らませているんだと

いう話を耳にしたのですが、もしお披露目が

できますれば、この場でお聞かせを願いたい

と思います。 

 そして、予算執行の中において大きなウエ

ートを占めてきた公共工事なんですが、平成

17年度でほぼ終わったとされる下水道工事、

そして今決算に含まれまするところの下水道

工事跡舗装復旧工事が多く施工されておりま

すが、当然のことながら施工現場おのおのに

おいて条件も違うし、突発的な事態等による

変更の要素が多く含まれておりますが、増額

にしろ、減額にしろ、根拠があっての変更で

あるのですから、変更内容が当然のごとく明

確に記載されておるのか、ご答弁をお伺いい

たします。そして、後日で結構ですので、各

現場別に施工前と変更後の比較ができる資料

を提出願います。 

 また、今期の中においても、逮捕業者を含

む不正業者が多額の工事を受注しておりま

す。常々私が言い続けております本町の財政

負担の大きな要因の一因として言っても間違

いのない粉飾財務諸表を虚偽申請し、不正に

上位ランクの維持をし、多額な公共工事を受

注している、またさせてきた現状を踏まえ、

当局は関知しないとのような返答であったと

記憶をしますが、どのようなお考えなのかお

伺いをいたします。 

 逮捕事件にまで至った福井大池の入札執行

において、先日副町長は、入札は適正に行わ

れていて、その逮捕された業者がとっていっ

ただけで、入札は適正であったと答えられた

と記憶しますが、私は見識を疑います。当局

側は工事金額を漏えいした罪、業者側はそれ

を強要し、聞き出した。さらには虚偽申請が

発覚した。罪名は公正な入札を妨害した競争

入札妨害事件であったのです。副町長がよく

言われてます。詳細なことは新聞報道からし

か知らないんだと、これ全部新聞にきちっと

出とったわけです。公正な入札を妨害した

と、それを適正な入札であったと断言するこ

と自体が私は信じられません。 

 当局の方々は、我々のことを揚げ足取りと
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かよく言われているようですが、だれが考え

ても間違っていること、つまり黒を白だなん

て言うから揚げ足をとられるんと違います

か。いろいろな不祥事が報道されている中

で、当町においても数々の不祥事が起きてき

たことはぬぐえない事実です。公務員とし

て、法令を熟知し、職務の遂行に当たるのが

職員の本分であると当局は言われました。当

然の常識です。 

 先日のお答えの中で、損害賠償請求におい

ても、あんたらがせんかいな、住民監査請求

して、受け付けなんだら裁判せんかいなと言

われたことに対して、私は愕然としました。

済んだ過去のことをがたがた言うなとも聞こ

えたのは、私だけでしょうか。隠ぺいについ

ても、副町長はせせら笑いしながら、ないと

答えられた。５月の町内業者の逮捕事件以

来、総務委員会内での再三なる請求のもとに

やっと出した書類、これによってやはり法令

違反が証明されたわけです。これが隠ぺいじ

ゃなくして何なのですか。それを、ただ単に

職員のミスです、厳重に注意しましたでは済

まされんと私は思います。 

 午前中の答弁において、財政課長が胸を張

っておっしゃられました。日ごろの節約が大

事、体力を蓄えることが私の仕事だとおっし

ゃった。言うこととすることが全然違います

やんか。私は事を荒立てまいとしておりまし

たが、何も正そうとしない現状で平気な顔を

しておる、不正を隠そうとした職員もおりま

すやん。事を荒立てんといてくれ、そっとし

といたってくれと、また言った議員もおるや

ないですか、それこそ不正と違いますか。公

務員として、議員として、町民に奉仕する立

場の者が、公務員の本分として不正を隠すこ

とが本分であるのか、不正に目をつぶろうと

いうことは不正に加担することと同じことだ

と私は思います。今隠れておった不正が発覚

し、また法令違反をしていると言われる事項

については、公務員として即刻司直に告発す

るのが義務と思われますが、お答えを願いま

す。なぜ粛々と告発をせんのか、私は不思議

でしょうがない。1,000円、2,000円を大事大

事に生活されとる町民の血税を、うそで盗人

されとんです。どうも私は、特定の業者にだ

け特定の計らいをしているようにしか見えな

い。当局も迷惑をこうむっとるんですから、

遅ればせながらでも司直に告発すれば済むこ

とと私は思います。 

 今、この場をちょっとおかりしまして当局

にお願いをしときたいことがあるのですが、

ある町民の方からの連絡で、現職の議員が、

立場を利用してかどうかは分かりませんけど

も、町当局の管理職の方を初めとし、物品を

買ってもらっていたとのことが本当であるの

か調べといてくれという問い合わせがありま

したので、私はその方に返事をする必要もあ

りますので、お調べを願います。私は、その

ような行為が本当にあったのなら、正当な業

務の執行に弊害があると思います。業者のツ

ケで飲食もしておったとの話もあるわけで

す。罪になるならんの問題ではなく、我々太

子町議員の倫理の問題、モラルの問題ですの

で、お願いをしときます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず、歳入面につきましては、先ほども申

し上げましたとおり、我々すべての面で努力

をさせていただいております。その中で、逆

に名称を上げてご指摘願いました、恐らくこ

れ屋外広告の関係だろうと思います。これは

手数料でございまして、看板の大きさ等々に

よって金額が変わるということで、手続の手

数料をいただいてるという内容のものでござ

います。 

 一つ一つ申し上げればいいんですが、いろ

いろとございますので、またこれはもう決ま

っておりますんで…… 

（清原良典議員「それは、もう後日で

結構です」の声あり） 

 はい、手数料条例で決まっておりますの

で、またご参考に願いたいと思います。 

 それから、工事の件でございますが、私は
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そういうことがあっては絶対にならないと、

おっしゃるとおりでございます。我々公務員

がそうした……。 

（清原良典議員「いや、町長はもう東

芝さんの土地のことだけで」の声あ

り） 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○町長（首藤正弘） はい。 

 地方公務員法に完全に違反しているんであ

れば、それはその道に沿った罰則があてがわ

れて当然であろうと、このように考えており

ます。この場でそういう細部にわたってどう

かと、それが事実かどうかも分かりません、

私にとってはね。議論するのがどうかと思い

ますので、またそうした面はお聞きさせてい

ただきたいと思います。 

 それから、東芝さんの件でございます。い

ろいろな話はございます。しかし、それが実

際に現実になるかどうか、安いものではござ

いません。これは皆さんにちょっと報告した

ときも申し上げました。私が申し上げますと

絶対に来るんだと、もうすぐにそのようにと

られますんで、私が、そうじゃなくして、い

ろいろな今話が出てると、その中で明るいニ

ュースもあるんだということでお伝えしたと

ころでございますし、それが絶対に来るかど

うかというようなことは全く今のところござ

いません。しかし、私も本定例会、９月定例

会が終了した段階で、また東芝本社の方に陳

情にも行きたいなと、こんなふうに考えてお

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） それだけ、答弁ない。 

（清原良典議員「いや、あとの変更契

約等」の声あり） 

 資料提出どうのこうの言うたやつ。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 工事金額の変更の根

拠となる変更内容は正確に明記されているか

ということでございますが、土木工事では変

更ということが、これは議員ご案内のように

多くあります。これは地面の下を掘ることが

多く、目で見えないところがほとんどといい

ますか、そういうところから出てくることが

考えられます。工事中には監督員と技術者が

協議して変更には対応しておりますし、精算

におきましては、竣工図面、出来方図面、数

量、写真等を確認しながら計算をして変更し

ておりますので、正確に明記されているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 ある町民の方から、この平

成17年度に、今年度逮捕された業者が下水工

事をやった上の舗装復旧工事、平成18年度に

ね、松尾地区の方ですわ。そのときに大きな

やりかえをしょったという連絡が入っとんで

す。それで、特にその現場の変更内容です

ね、それが今思い当たるところがあるのな

ら、今簡単にでも答えていただいたらええ

し、分からなければ後日教えていただきた

い、そのように思います。 

 それと、先ほども申しましたように、私は

もう前回からずっと言うとんですけども、司

直に告発するということは全然お考えではな

いんですか。 

 以上、２点お伺いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 司直に告発という点で

ございますが、その確証ですね、事実を我々

もはっきりつかまないと、どういうことで告

発するか、今議員ご指摘されておりますよう

な物品の授受とかいろいろなことが言われて

おりますが、それが本当かどうか私どもも全

く把握いたしておりませんので……。 

（清原良典議員「それ町長、勘違いし

とってや。全然勘違いしとる」の声あ

り） 

○議長（北川嘉明） 続けてください。 

○町長（首藤正弘） だから、そうした件に

ついては、私は事実に基づいて告発なり、そ

ういうものはしていかなければならないと、

このように思います。逆に疑いの目でもって

そういうことはできないと、このように考え
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ます。 

 もう一点の業者の関係でございますが、業

者と前助役の関係も言われました。その件に

つきましても、そしたら幾ら行政側が損害を

こうむったのか、そこらの算出は、これは応

札金額の天井を超してるというな中での契約

をしておれば、これは告発も可能でございま

しょうが、その範囲内での落札というところ

になりますと、幾らのそしたら損害があった

か、なかなか損害賠償請求というのは難しい

というところでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） もう一点の方

の、18年度の舗装復旧での一部やりかえがあ

ったという件でございますけども、これにつ

きましては、延長約50メーターちょっとだっ

たというふうに覚えているんですけども、要

は松尾の村ん中も道幅も狭く、どうしても場

所によっては設計上は深く入れざるを得ない

ところが生じてきます。そうした中で、なる

べく浅く入れるように指示した結果、浅くは

なったんですけども、下水管の接続がちょっ

と足りなんだということで、それが見つかり

まして、舗装復旧が終わるまでに対応せざる

を得ないといったことから、それを対応した

と。その中では、入れかえ及び水道管の仮

設、本設といった内容でございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 いや、変更内容はいいんや

けども、大事なのはその変更金額ですやん

か。それも、まさか業者のミスをかぶったり

しとらへんとは思いますけども、だからその

辺を後日で結構です、また見せていただきた

いと思います。 

 それと、町長さん勘違いされとってんやけ

ども、私が言うた物品とか何やというのは、

町民の人が私に連絡してきて、議員の中で町

当局の管理職の人とそういう売買があった

と、だからそれに罪になるならんは別の話と

して、そんなことがええんかっちゅうことで

す。だから、それを管理職の人に一遍聞いて

ください。僕が、行為がええか悪いかは、余

りええことはないと思う。 

 いやいや、後日で結構ですよ。おらなんだ

ら、おらなんだで結構です、僕は全然知らん

のやから。 

 それと、建設部長、後日松尾の今の件を初

め、とにかく不正業者といわれる分の変更内

容を一遍見せてもらえますか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私の方から、職員と議

員さんとの関係おっしゃいますが、清原議

員、もうちょっとこの場所を考えていただき

たいと思います。ここでそういうことを聞い

て、私自身も何が何か全く分かりません。 

（「前にもあったぞ、こりゃ、そうい

う町の職員が訴えあってね」の声あ

り） 

 だけど、今ここでおっしゃられて、そした

ら私が何を調査するんですか。 

（「また後で言う言う」の声あり） 

 だから、そこら場所を十分考えて、これは

本会議場の議事録に全部載る場なんですよ

ね。そこで私が答えせよ言われても、調査せ

えよ言われても、何を調査するんですかって

言うしかしょうがないんですよね。 

（「買うたことのある者おるかという

て聞いたらええんや」の声あり） 

 それが、ここ、こういう場所で。 

（「ここでは答えられんなら、後でも

ええ言よん」の声あり） 

 余りそないなことおっしゃらないでくださ

い。私も太子町の首長でございますんで…… 

（「首長やからやん」の声あり） 

 軽はずみな答弁はできません。そこら十分

よろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほどの件で

すけども、やはりお見せするには、それなり

の金が入っていて、歩掛かりとかいろんな面

がやはり明示されるのは、本来的に芳しくな

いというふうには考えてます。ですから、そ
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ういう金額の入ってない、要は単価等が…… 

（「見せたらええんや」の声あり） 

 単価等が限定されない範囲でということな

ら可能かなというふうには考えています。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 それで結構です。それで結

構ですんで、また提出をお願いします。 

 それと、私が何を告発するんやというて町

長おっしゃっとんやけども、これは仮に損害

賠償請求等のことはもう後の問題としとって

も、とにかくずっと私が言うとる虚偽申請業

者やね、その業者を私は告発してくれと言う

とんですわ。それは司直が入らんと証明は絶

対出えへんのですわ。比較をするには、イン

ターネットで出てくる経営審査事項はもうだ

れでもこれオープンでなっとるから出てくる

んですわ、それは虚偽しとる書類です。ほん

なら、それを比較しよう思うたら、税務署へ

行かな本物があらへんのや。税務署はだれが

行っても、これ出してもらえません。司直が

行って捜査したら対象、それで答えが出るわ

けですわ。それを私はお願いをしたいと。そ

の虚偽をした業者が多額の工事をしとるわけ

ですから、資格のない業者がうそをついて太

子町の血税を盗んどるということを私は言う

とんです。 

 以上。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） これなかなか難しい話

だろうと思います。既にこの業者は経営審の

虚偽で逮捕されてる業者さんのことをおっし

ゃってるんですね。 

（清原良典議員「いや、ほかの業者の

ことも言うとんのや」の声あり） 

 だから、その件についても、恐らく清原議

員もご承知だろうと思うんですが、その経営

審の虚偽の申請というのは、これは私どもで

はどうこうするということはできないという

ことはご承知だろうと思います。そしたら、

今おっしゃってます、逆にその業者がやった

からということで、逆に損害賠償なり何らか

の告発をせえということをおっしゃってるん

だと思うんですが、そしたらその根拠という

のは、その業者がしたからどうであったか、

そこら十分把握しないと、これは告発という

となかなか難しい問題であろうと、このよう

に思うところでございます。また弁護士さん

等にも相談し、お伺いしますけども、ちょっ

とどうなるかというのはこの場では下げさせ

ていただきたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 また２人で話しましょう

か。 

 それで、いつももう同じ答弁でこれ終わっ

てまうんで、もう町長わめかんといてくださ

いよ、もう気が弱いさかいに、泣いて帰りま

すで、わめいたら。 

 とにかく逮捕された業者は、当然もうみん

な知っとんや。それをわしらは、もうわしの

税金も使われとんや。だから、それに関して

損害賠償請求をしてほしい、いや、しませ

ん、難しいとおっしゃっておられるんですけ

ども、ほかにもおってんですわ、業者がね。

特にもうようけ工事受注しとるやつら、もう

ほとんどですわ。さかい、それを証明するに

は、司直に入ってもらわんとぐあいが悪い

と、私が今から警察官なるぐあいにもいきま

へんので。そういうお願いをしとんですけど

ね。今後ともこれ何とか納得していただける

まで私も言い続けますけども、いつまでも同

じことばっかり言うてまっけど。ひとつよく

検討していただいて、前向きに検討してくだ

さい。 

 そういうことで、一応終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で２番清原良典議

員の総括質疑は終わりました。 

 お諮りします。 

 本日の会議は議事の都合により、これで延

会したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決
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定しました。 

 次の本会議は９月18日午前10時から再開し

ます。 

 なお、９月18日の本会議は、改めて開催通

知はいたしませんのでご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 ご苦労さまでした。 

（延会 午後５時16分） 

 

 


